
〔チーム研究9〕児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究（2）（主任研究者　才村　純）

児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究

　　子ども家庭福祉研究部　才村　純

　　　　　　嘱託研究員　伊藤嘉余子（日本社会事業大学大学院）

　　　　研究企画・情報部　小山　修

　　　　母子保健研究部　斉藤　進

大阪府中央子ども家庭センター　萩原総一郎

　　子ども家庭福祉研究部　高橋重宏・庄司順一・柏女霊峰

要約

全国の児童相談所を対象に、児童福祉司に対するスーパービジョン、コンサルテーション等の実態に関する質問紙調

査を実施した。その結果、スーパーバイザーを配置していない児童相談所が1／3もあること、児童相談所職員としての経

験年数が10年未満のスーパーバイザーが過半数にのぼること、スーパーバイザーのみを対象とした研修が殆ど実施さ

れていないことなどの問題点が明らかになった。
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1．研究目的

　近年、児童相談所では虐待相談が急増するなど、

相談内容が複雑・困難化しており、これに対応する

職員の資質向上が課題となっている。また、平成12

年11月に施行された児童虐待の防止等に関する法

律においても、国及び地方公共団体は児童相談所等

関係機関職員に対する研修等資質向上を図るための

必要な措置を講ずることとされている。

　厚生労働省では「児童相談所運営指針」等を通じ

て研修やスーパービジョン体制のあり方等について

指導を行っているが、これら児童相談所職員の資質

向上を図るための取組みについては未だ全国的な把

握がなされておらず、研修における国、自治体のそ

れぞれの役割も明確ではない。

　このため、本研究では、自治体における研修やス

ーパービジョン等の実態、課題を明らかし、児童相

談所職員の専門性の向上を図るためのバックアップ

体制のあり方について提言を行うものである。

皿、研究方法及び調査対象

　本研究は2ヵ年計画である。平成12年度は全国

の都道府県・指定都市の児童福祉主管課（59ヶ所）

を対象として児童相談所職員に対する研修の実態等

について質問紙調査を行ったが、平成13年度は全

国の児童相談所（175か所）に対し、児童福祉司に

対するスーパービジョン及びコンサルテーション、

都道府県・指定都市児童福祉審議会への意見聴取の

実態等に関する質問紙調査を実施し、12年度の結果

と併せて児童相談所職員に対する専門的バックアッ

プ体制のあり方について提言を行った。

行政職、専門職・一般行政職混在の3つの採用区分

に分類したところ、児童福祉司の全員が専門職の児

童相談所が36か所（25．9％）、全員が一般行政職の

児童相談所が12か所（8．6％）、専門職・一般行政

職が混在している児童相談所が91か所（65．5％）

であった（表2）。

2．　スーパービジョンの実態

（1）　児童福祉司の数

　回答を得た児童相談所における児童福祉司の合計

は1．230人、1か所あたりの児童福祉司の平均人

数は8．9人であった。国基準では、児童福祉司5

人に1人のスーパーバイザーを配置することになっ

ているが、児童福祉司が4人以下の児童相談所が40

か所（28．7％）あった（表3）。

（2）スーパーバイザーの配置状況

　スーパーバイザーを配置している児童相談所は

94か所（67．6％）、配置していない児童相談所は

45か所（32．4％）であった（表4）。

　スーパーバイザーを配置していない理由を自由記

述で尋ねたところ、r児童相談所が小規のため」、

「予算の裏づけがない」などの意見が多く出された

（表5）。

　また、児童福祉司が全員専門職の児童相談所にお

けるスーパーバイザー配置率は75．0％であるのに

対し、全員が一般行政職の児童相談所でのスーパー

バイザー配置率は58．3％であり、全員専門職の児

童相談所の方がスーパーバイザーの配置率が高くな

っている（表6）。

皿．調査結果

1．回答数及び回答率

　調査対象175か所に対し、有効回答を得たのは

139か所であり、有効回答率は79．4％であった（表

1）。当該児童相談所におけるスーパーバイザー数は

139名であった。なお、厚生労働省の資料（「全国厚

生労働関係部局長会議（厚生分科会）資料」（平成

14年1月17日雇用均等・児童家庭局）を参照して、

回答のあった自治体について全員専門職、全員一般

（3）スーパーバイザーの数

　児童相談所1か所当たりのスーパーバイザーの数

は、1人が52か所（55．3％）と過半数を占めてお

り、次いで2人19か所（20．2％）、3人13か所（13．

8％）の順となっている（表7）。

（4）スーパーバイザーの年齢

　スーパーバイザーの年齢は50歳以上が128人、

全体の69．9％を占めている（表8）。
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（5）スーパーバイザーの職員としての経験年数

　スーパーバイザーの児童相談所職員としての経験

年数は、10年未満が107人（58．5％）と過半数（表

9）を占めている（表9）。

（6）スーパーバイザーの職制

　スーパーバイザーの職制では、相談課長、相談係

長等のいわゆる中間管理職が132人と大半である。

他に、児童相談所長が6人、次長が7人となってい

る。首席児童福祉司や主任専門員等、職制によらな

いスーパーバイザーはrその他」を除き16人に過

ぎない（表10）。

（7）スーパーバイザーの任用資格

　スーパーバイザーの任用資格で最も多いのは、児

童福祉法第11条第1項第2号に基づくもので110

人（60．1％）、次いで同条同項第4号となっている。

第11条第1項第5号の準用規定に基づく者は15人

（8．2％）であった（表11）。

（8）スーパーバイザーの職種

　スーパーバイザーの職種別内訳では、専門職127

人（69．4％）、一般行政職56人（30．6％）となって

いる（表12）。

（9）スーパーバイザー1人当りのスーパーバイジー

の数

　スーパーバイザー1人当りの平均スーパーバイジ

ー数は10．5人となっている。スーパーバイザー1

人にスーパーバイジー5人という国規準以上にスー

パーバイジーを受け持っているスーパーバイザーは

78人（42．6％）となっている（表13）。

（10）スーパービジョンの時問、頻度

　スーパーバイザー1人当たりのスーパービジョン

の時問及び頻度は、ばらつきが大きいが、月5時間

未満（18．7％）、月5回未満（16．9％）が最も多くな

っている（表14、表15）。

　最も重視しているスーパービジョンの機能を単数

回答で求めたところ、管理機能を重視しているスー

パーバイザーが73人（39．9人）、支持機能が47人

（25．7％〉、教育機能43人（23．5％）であった（表

16）。

（12）スーパーバイザー研修の実施状況

　スーパーバイザーのみを対象とした研修を実施し

ているのは6か所（6．4％）に過ぎなかった（表17）。

3．コンサルテーションの実態

（1）コンサルテーションの実施状況

　コンサルテーションを実施している児童相談所は

101か所（72．7％）、実施していない児童相談所は

37か所（26．6％）と、多くの児童相談所がコンサル

テーションを実施している（表18）。

　コンサルテーションを実施していない理由を自由

記述で求めたところ、「体制ができていない」「必要

な時にその都度助言を求めることで充分」「現時点

で必要がない」などの回答が寄せられた（表19）。

　なお、児童福祉司の全員が専門職である児童相談

所でコンサルテーションを実施しているのは28か

所で、全員専門職の児童相談所全体の77．8％である

のに対し、全員が一般行政職の児童相談所でコンサ

ルテーションを実施しているのは10か所で、全員

が一般行政職の児童相談所の83。3％を占めている

（表20）。

（2）スーパービジョンとコンサルテーションとの関

連

　スーパーバイザーを配置している児童相談所でコ

ンサルテーションを実施しているのは76か所で、

スーパーバイザーを配置している児童相談所の

80．9％を占めるのに対し、スーパーバイザーを配置

していない児童相談所でコンサルテーションを実施

しているのは26か所であり、スーパーバイザーを

配置していない児童相談所の57．8％に止まってお

り、スーパーバイザーを配置していない児童相談所

では、配置している児童相談所よりもコンサルテー

ションの実施状況が低調な傾向が伺える（表21）。
（11）　スーパービジョンの機能
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（3）コンサルテーターの職種

　コンサルテーターの職種で最も多かったのは外部

の精神科医81人（33．6％）、次いで嘱託以外の弁護

士69人（28．2％）、嘱託弁護士37人（15．4％）等

となっており、コンサルテーターとしては、精神科

医及び弁護士が多くを占めている（表22）。

に対し、全員が一般行政職の児童相談所で児童福祉

審議会を開催しているのは9か所で、全員が一般行

政職の児童相談所の75．O％となっており、児童福祉

審議会の開催状況は、全員専門職の児童相談所の方

が全員行政職の児童相談所よりも良好な傾向が伺え

る（表27）。

（4）コンサルテーションの頻度

　コンサルテーションの頻度のばらつきは大きいが、

年6回以下が全体の53．2％を占めている（表23）。

（5）コンサルテーションの方法

　コンサルテーションの方法として、個別面接を行

っているコンサルテーターが125人（51．5％）、チ

ームで行っている者が97人（40．2％）となってい

る（表24）。

4．児童福祉審議会への意見聴取の実態

（1）　児童福祉審議会開催状況

　平成12年度において児童福祉審議会を開催した

児童相談所は110か所、開催しなかった児童相談所

は18か所、平成13年度において児童福祉審議会を

開催した児童相談所は109か所、開催しなかった児

童相談所は17か所となっている。1か所当たりの開

催回数は、平成12年度5．3回、平成13年度4．1回

となっている。

　また、意見聴取を行った理由として、平成12年

度は「児童相談所の措置方針と児童又は保護者の意

向が異なったため」が170件（意見聴取件数の

43．8％）、「児童相談所長が必要と認めたため」が

146件（37。6％）、rその他」が72件（18．6％）とな

っており、平成13年度は「児童相談所の措置方針

と児童又は保護者の意向が異なったため」が151件

（意見聴取件数の47．8％）、「児童相談所長が必要

と認めたため」が122件（38．6％）、「その他」が43

件（13．6％）となっている（表25、表26）。

（2）児童福祉審議会の開催状況と採用区分との関連

　平成13年度において、全員専門職の児童相談所

で児童福祉審議会を開催しているのは29か所で、

全員専門職の児童相談所の87．9％を占めているの

（3）児童福祉審議会の開催状況とスーパーバイザー

の配置状況との関連

　スーパーバイザーを配置している児童相談所で、

平成13年度において児童福祉審議会を開催したの

は75か所で、スーパーバイザーを配置している児

童相談所全体の88．2％を占めているのに対し、スー

パーバイザーを配置していない児童相談所で児童福

祉審議会を開催したのは35か所で、スーパーバイ

ザーを配置していない児童相談所の83．3％であり、

スーパーバイザーを配置している児童相談所の方が、

配置していない児童相談所より児童福祉審議会の開

催状況がやや多くなっている（表28）。

（4）児童福祉審議会の開催状況とコンサルテーショ

ンの実施状況との関連

　コンサルテーションを実施している児童相談所で、

平成13年度において児童福祉審議会を開催したの

は85か所で、コンサルテーションを実施している

児童相談所全体の90．4％を占めるのに対し、コンサ

ルテーションを実施していない児童相談所で児童福

祉審議会を開催したのは25か所で、コンサルテー

ションを実施していない児童相談所の75。8％に止

まっており、コンサルテーションを実施している児

童相談所の方が、実施していない児童相談所より児

童福祉審議会の開催状況が多くなっている（表29）。

（5）児童福祉審議会への意見聴取の利点の有無とそ

の理由

　児童福祉審議会への意見聴取について、「利点あ

り」と回答した児童相談所は128か所（92．1％〉、r利

点なし」と回答した児童相談所は9か所（6．5％）で

あり、殆どの児童相談所が利点ありとしている（表

30）。

　利点ありの理由として最も多かったのは「法的対
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応におけるバックアップ」101か所、次いで「所長

判断の補強」68．5％、「保護者・子どもへの説得材料」

60か所などとなっている（表31、表32）。利点な

しの理由としては、開催回数が少なく迅速な対応が

できない、審議会のメンバーが児童福祉及び児相業

務について十分理解していないなどの意見が寄せら

れた（表33）。

　利点の有無と採用区分との関連では、全員が専門

職の児童相談所で「利点あり」とした回答が33か

所で、全員が専門職の児童相談所の91．7％を占める

のに対し、全員が一般行政職の児童相談所で「利点

あり」とした回答は9か所で、全員が一般行政職の

75．0％に止まっており、全員が専門職の児童相談所

の方が一般行政職の児童相談所に比して児童福祉審

議会への意見聴取をより肯定的にとらえているとい

える（表34）。

5．スーパービジョン等に関する自由意見

　スーパービジョンやコンサルテーション、都道府

県児童福祉審議会への意見聴取等、児童福祉司をバ

ックアップする体制等に関する意見・要望を求めた

ところ、様々な意見・要望が出されたが、その主な

ものとしては、「職員の頻繁な異動のためにスーパ

ーバイザーが育たない」「スーパーバイザーの専任化

と配置規準の見直し」「スーパーバイザーの任用要件

の明確化」「スーパーバイザーの研修の強化」などで

ある（表35）。

N．まとめ

　今回の調査で明らかになった問題点、課題を整理

すると以下のとおりとなる。

①スーパーバイザーを配置していない児童相談所

　が約1／3もあること。

②スーパーバイザー1人当たりのバイジー数につ

　いて、国規準（スーパーバイジー5人にスーパー

　バイザー1人）を満たしているのは約半数に過ぎ

　ないこと。

③児童相談所職員としての経験年数が10年未満

　　のスーパーバイザーが約6割、準用規定による

　　任用者が1割いるなど、専門性において疑問が

　　あること。

④スーパーバイザーのみを対象とした研修が

　殆ど実施されていないこと。

⑤　7割の児童相談所がコンサルテーションを導

　入しており、児童福祉司1人当たり、年間約10

　回のコンサルテーションを受けていること。

⑥　児童福祉審議会への意見聴取について9割以

　上の児童相談所が利点ありとしているが、全く

　開催していない児童相談所が13％あった。

⑦　自由意見では、①職員の頻繁な異動のためス

　ーパーバイザーが育たない、②スーパーバイザ

　ーの専任化と配置規準の見直し、③スーパーバ

　イザーの任用要件の明確化、④スーパーバイザ

　ーの研修の強化、⑤職員のメンタルヘルス等に

　関するものが多く見られた。

V．考察と提言

　平成12年度における研修の実態調査及び平成13

年度のスーパービジョン等の実態調査で明らかにな

った問題点や課題を踏まえ、その解決方策について

考察する。

（1）研修

　1）中央研修と自治体研修のあり方を検討するうえ

　での基本的な視点

　　中央研修には、①国の動向や研究知見等の新し

　い情報を迅速に伝達できる、②地方の情報が一元

　的に集約できる、③自治体間での情報・意見交換、

　交流が可能であり、自治体間格差の是正に資する、

　④講師の確保が容易である等のメリットがある反

　面、研修参加に伴う受講者の時問的・経済的負担

　が大きいといった問題がある。一方、各自治体に

　おける研修には、①各自治体の実情に応じたきめ

　細かな研修が可能である、②経験年数に応じた一

　貫性ある研修が可能である、③中央研修に比し研

　修参加に伴う受講者の時間的・経済的負担が少な

　いことから、長期問及び高頻度の研修が可能であ

　る等のメリットがある反面、中央の情報が入手し

　にくい、他の自治体との情報交換や交流が困難、

　講師の確保が困難等の問題がある。つまり、国、

　自治体ともそれぞれ一長一短があり、両者の研修

　が相互に補完し合えるよう総合的な観点から研修

　のあり方を検討する必要ある。このような視点に
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立って、以下研修のあり方について提言する。

2）中央研修、自治体研修の位置付けに対する基

本的な考え方

　中央研修では、上に述べたメリットを生かし、

各自治体における指導者養成のための研修を重

点的に実施し、自治体は新任・中堅職員を対象と

した基礎的な研修に重点を置く。

　また、新規事業については、各自治体とも対

応のノウハウが確立されていないために、担当者

が試行錯誤を重ねることになる。その結果、地域

間格差が生じ易い。このため、当該事業が軌道に

乗るまでの間、事業の趣旨や内容等の徹底を図る

とともに、全体的な底上げを図る観点から、中央

において研修を実施することが望ましいものと

考える。

　さらに、新規事業ではないが、時代の要請等

から、特に対応を強化しなければならない懸案事

項や重要事項等をテーマとした研修についても、

適正な取組みを全国的に確保する観点から中央

研修で実施することが望ましい。

3）中央研修に関する提言

　中央研修では、次のような研修を実施する。

①指導者養成研修

　　ア）所属する機関におけるスーパービジョン

　　のみならず、広く地域における各種研修やコ

　　ンサルテーションが可能な地域指導者を養成

　　する。

　　イ）講義形式に加え、演習を重視する。

　　ウ）研修期間（現行では3日間）をもう少し長

　　くすることが望ましいが、指導者が研修受講

　　に長期間を割けない現状を考慮し、事前のレ

　　ポート作成や研修後受講者への相談等のフォ

　　ローアップを行うなど、中央研修と連動した

　　形で地域に居ながらにして研鐙を積めるよう

　　なシステムを検討する必要がある。

　　エ）評価を徹底する（事後レポート提出を含

　　む）。

　　オ）事前・事後レポート等の集積を図り、研修

　　テキスト及び研究の素材とする。

カ）具体的な研修の例としては次のものが考

えられる。

　・児童相談所長研修

　・児童相談所指導者養成研修（職種別）

　・児童福祉施設主任児童指導員・主任保育

　士研修（施設別）

②　新規事業の定着を図るための研修

　具体的には、最近創設された児童家庭支援

　センター職員や児童福祉施設心理職等を対象

　とした研修が考えられる。

③その他懸案事項・重要事項に関する研修

　　具体的には、「児童相談所・児童福祉施設医

　師専門研修」「保健師研修」「関係機関合同研

　修」などが考えられる。

　　ア）児童相談所・児童福祉施設医師専門研修

　　児童虐待や社会的引きこもり等の問題の

　　深刻化に伴い、保護者や児童に対する心

　　理・医学的ケアが強く求められており、ケ

　　アを直接担当したりケアに対する助言等を

　　行う医師の役割が極めて重要となっている。

　　イ）保健師研修

　　保護者の孤立が深刻化する中、虐待の発

　　生予防の観点から保健師によるハイリスク

　　事例の早期発見、訪問支援等のサービスが

　　重要となっている。また、虐待の発生予防

　　のみならず虐待の発見・通告・援助等にお

　　ける保健師の役割は益々重要となっている。

　　ウ）関係機関合同研修

　　児童家庭問題の複雑・多様化に伴い、関

　　係機関の緊密な連携に基づくきめ細かな援

　　助が求められているが、現実には機関連携

　　が円滑に行われているとは言い難い。この

　　ため、ネットワーキングやケアマネージメ

　　ント等、個々の機関の役割や機能を超えた

　　新たな援助手法の習得に向けた合同研修が

　　必要と思われる。

4）その他
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　自治体研修に関する調査では、講義形式の研修が

多いことがわかったが、実践力を養うためには中央、

自治体とも受講者参加型の演習形式を積極的に導

入すべきである。

　また、自治体研修では、他の機関や職種との合同

研修が多くなっているが、児童相談所職員に特化さ

れた研修は無論のこと、児童福祉司、心理職、一時

保護職員等各職種別の研修を実施するとともに、新

規配属職員研修、中堅職員研修、指導者研修等、実

務経験年数に応じた研修を実施する必要がある。

　さらに、都道府県域を越えた児童相談所間の交流

実習も積極的に検討する必要がある。

（2）スーパービジョン、コンサルテーション等

1）スーバイザーの任用要件の明確化

　現在のところ、スーパーバイザーの任用要件につ

いて特段の定めはないが、国が全国社会福祉協議会

に委託して実施している「児童相談所指導職員研

修」は児童相談所職員としての経験年数概ね10年

以上を対象としていることからも、スーパーバイザ

ーには少なくとも10年以上の経験が求められると

言ってよかろう。

　しかし、今回の調査では、スーパーバイザーの児

童相談所職員としての経験年数が10年未満の者が

58．5％と過半数を占めていることが明らかになっ

た。

　また、スーパーバイザーの児童相談所職員として

の任用資格も様々であり、児童福祉法第11条第5

号の準用規定に基づく任用例も8．2％見られた。

　スーパーバイザーにはとりわけ高度な専門性が

求められるにもかかわらず、現実にはこのように児

童相談所職員としての経験年数や任用資格等の面

で問題のあるケースもある。厚生労働省は、児童相

談所運営指針を通じて「児童福祉司5人に1人」

というスーパーバイザーの配置基準は示している

ものの、スーパーバイザーに関する要件は一切示し

ていない。自由意見においてもスーパーバイザーの

任用要件の明確化を求めるものが多く出されてい

る。任用要件の明確化が急務の課題である。

2）　スーパーバイザーの配置基準の見直しと適正

配置についての指導強化

今回の調査で、全児童相談所の3割でスーパー

バイザーが配置されていないことが判明した。そ

の理由として「小規模児童相談所のため」「人員不

足」を挙げる回答が多く、自由意見でもスーパー

バイザーの配置基準の見直しを求める意見が多く

出されている。前述のとおり、国基準では、児童

福祉司概ね5人に1人となっているが、5人に満

たない児童相談所が28．7％も見られ、これらの

理由を裏付ける。

言うまでもなく、児童福祉司が4人以下の児童相

談所においてもスーパーバイザーの必要性は変わ

らない。このような児童相談所にもスーパーバイ

ザーが配置されるよう基準の見直しが求められる。

また、スーパーバイザー1人当りのスーパーバイ

ジー数は平均10．5人であり、国基準の2倍にな

っている。スーパーバイザーの適正配置に向けて

指導を強化する必要がある。

3）スーパーバイザー研修の強化

　スーパーバイザーのみを対象とした研修は6．

4％の児童相談所でしか開催されていなかった。

中央研修におけるスーパーバイザー研修の重要性

は先に述べたところであるが、スーパーバイザー

には特に高度な専門性が要求されること、スーパ

ーバイザーの全員が中央研修に参加することは困

難であること等の現実を踏まえれば、自治体にお

いてももっと積極的にスーパーバイザー研修が開

催される必要がある。

4）スーパービジョン・マニュアルの作成

　スーパービジョンにおいては、①管理機能、②

支持機能、③教育機能の3つの機能がバランスよ

く発揮される必要があるが、昨今相談事例が複

雑・困難化する中で児童相談所職員のストレスが

過大となっており、特に支持機能と教育機能が重

要となっている。このため、スーパービジョンは

管理職以外のスーパービジョン専門の職員によっ

て行われることが理想的である。しかし、今回の

調査では、児童相談所長や相談課長等管理職がス

ーパービジョンを行っているケースが大半である
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ことが明らかになった。また、「最も重視している

機能」を問う設問では、管理機能とする回答が圧

倒的に多くなっている。

　このように、わが国におけるスーパービジョン

は管理機能に偏重している。3つの機能がバラン

スよく発揮され、より適切なスーパービジョンが

行えるよう、スーパービジョンの具体的なノウハ

ウを解説したスーパービジョン・マニュアルの作

成が望まれる。

（3）児童福祉審議会への意見聴取

　今回の調査で、殆どの児童相談所において児童

福祉審議会の意見聴取を行っており、92．1％の

児童相談所が意見聴取の利点があると回答してい

る。大阪市立大学生活科学部社会福祉学研究室で

は平成11年に全国の都道府県・指定都市の児童

福祉主管課を対象に児童福祉審議会の現状等につ

いて調査を行い、「児童相談所部会（児童福祉審議

会）は全体として役に立っている」74％、「あま

り役立っていない」13％の回答を得ているが、平

成13年における今回の調査では「利点あり」と

する回答が増えている。

　しかし、児童福祉審議会を開催しなかった児童

相談所も平成12年度18か所、平成13年度17

か所あり、積極的な開催が望まれる。厚生労働省

の「子ども虐待対応の手引き」では、児童福祉法

第27条第1項第4号による家庭裁判所送致及び

第28条による施設入所措置等の承認申立てに係

る事例は児童福祉審議会への意見聴取の除外とさ

れていることから、意見聴取規定を消極的に解す

ると、審議会への意見聴取を行う事例は限りなく

ゼロに近づくことになるが、積極的に解すれば多

様な活用が考えられると述べられている。

　処遇の客観性及び幅広い分野からの専門的バッ

クアップが児童相談所に求められている現在、多

様かつ積極的な活用に向け、指導を強化するとと

もに、児童福祉審議会意見聴取事例集を作成する

ことも検討されてよい。

体と一般行政職を充てる自治体があるが、一般行

政職の場合、異動のサイクルが短く、個人におい

ても組織に専門性が蓄積されにくいという問題が

ある。つまり、スーパーバイザーが育たない構造

を本質的に内在していると言える。今回の調査で

も、r職員の頻繁な異動のためにスーパーバイザ

ーが育たない」とする自由意見が多く出されてい

る。

　また、今回の調査では、全員専門職の児童相談

所の方が全員行政職の児童相談所に比べ、研修の

回数、研修数や研修予算等において充実している

こと、スーパーバイザーの配置率が高いこと、児

童福祉審議会への意見聴取についても肯定的、積

極的であることなどの傾向が浮き彫りになった。

つまり、全員専門職の児童相談所の方が職員の専

門性の向上に向けたバックアップ体制が充実して

いることが明らかになった。その理由については

詳細な検討が必要であるが、一般行政職の場合、

バックアップ体制に時間や予算をかけてもすぐ異

動になってしまうため、いわゆるr投資効果」が

期待できないことも一因しているものと思われる。

　いずれにしろ、児童虐待の急増等、子ども家庭

問題が深刻化する中、児童福祉の第一線の専門行

政機関である児童相談所に対する社会の期待は高

まっており、そこに従事する職員の専門性の向上

が喫緊の課題であり、そのためには専門職の任用

を促進することが不可欠と考える。

【引用文献】

・「児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する

　研究」日本子ども家庭総合研究所紀要第37集（平

　成12年度）、日本子ども家庭総合研究所、2001

・「児童福祉審議会の運営に関する調査報告書2001

　年3月」大阪市立大学生活科学部社会福祉学研究

　室、2001

・「厚生省子ども虐待防止の手引き一平成12年11

　月改定版」日本子ども家庭総合研究所編、有斐閣、

　2001

（4）その他（専門職任用の促進）

　児童相談所職員について、専門職を充てる自治
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表1基本データ

才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究

　　　　　　　表2採用区分（専門職・行政職）の内訳

調査対象 175か所

有効回答数 139

有効回答率 79．4％

全員専門職
児相数

全員行政職の
相数

専門職・行政職

混在

計

36か所 12か所 91か所 139か所

25．9％ 8．6％ 65．5％ 100．0％

表3児童福祉司の数

児童福祉司の数 ％ 児童福祉司の数 児童福祉司の数

1人 2
1
． 10人 6 4．3 22人 1

0
．
7

2人 7
5
．
0

11人 7
5
．
0

24人 2
1
．

3人 20 14．4 12人 3 2．2 27人 1 0．7

4人 11
7
．
9

13人 9
6
．
5

39人 1
0
．
7

5人 6．5 14人 5 3．6 113人 1
0
．
7

6人 11
7
． 15人 3 2．2 無回答 2

1
．

7人 9 6．5 16人 1
0
．
7

8人 15 10． 18人 1 0．7

9人 11
7
． 21人 1 0．7 合計 13 100．0

表4スーパーバイザーの配置状況

箇所数 ％

配置している 9 67．6

己置していない 45 32．

合計 139 100．0

表5スーパーバイザーを配置していない理由（自由記述）

小規模相談所のため
ケースワーカー2名の所であり、小規模なため。

現場からは従前より配置を要望しているが、人事面での考慮が全くないようだ。

要求中

管理職による調整機能の役割

小規模相談所のため
所内のケース検討会議を充実させることにより対応可能と考えている。

まずは児童福祉司の増員から

管理職による行政的SVのみ

予算措置がとられていない

熟練者の配置がなく係長、課長がその役にあたっている

前任のバイザーが退職し適当な後任者が見つからず欠員。なお、現在は医務主任が（小児科医）がバイザー役と

て対応している

そのような職務体制ができていない

人員要求は財政上厳しく課長が兼務している

予算の裏づけがなく配置されていない

潰配置については県の所管事項であり児相としては理由はつかみかねるが運営指針においてバイザーの配

基準（児童福祉司5人に1人）に達していないからだと思われる。

コンサルを実施

アドバイザーの導入

要求しているが配置されていない

主査が兼ねる事になっているため

基準を満たしていない

1人員不足②監督職で対応③アドバイザー制度の導入
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必要性について本庁の理解が得られない。

県としてそのような体制をとっていない

児相にはバイザーのポストはないとの行政側の理由

組織規定に定められていない。

児相の職員であるバイザーはいない・中央児相と当児相業務の雇い上げのバイザーが一人いる。

児童福祉係長がバイザー機能を果たしている。
璽難事例の少ない比較的落ち着いた地域を管轄する小規模の相談所であり、所員全員での検討会議をもって協議することとし必要に応じて中央児相の支援を受けて対応している。

表6スーパーバイザーの配置状況と採用区分との関連

SVを配置している児相 SVを配置していない児相 計
全員専門職 27か所（75。0％） 9か所（25．0％） 36か所（100．0％）
全員行政職 7か所（58．3％） 5か所（41．7％） 12か所（100．0％）

計 34か所（70．8％） 14か所（29．2％） 48か所（100．0％）

表7スーパーバイザーの数

箇所数 ％ SV実数（人）

1人 52 55．3 52
2人 19 20．2 38
3人 13 13．8 39
4人 8

8
． 32

5人 1
1
．
1

5
6人 1

1
．
1

6
合計 94 100． 172

表8スーパーバイザーの年齢

カテゴリ 人数 ％

4（レ44歳 4．9

45－49歳 4 25．1
50－54歳 8 48．6
55－59歳 39 21．3
合計 183 100．0

表9スーパーバイザーの職員としての経験年数

テゴリ 人数 ％

1年未満 1
7
．
7

1年以上2年未満 15 8．2

2年以上3年未満 9 4．9

3年以上4年未満 1 7．7

4年以上5年未満 5
2
．
7

5年以上6年未満 9 4．9

年以上7年未満 9 4．9

7年以上8年未満 9 4．9

8年以上9年未満 14
7
．
7

9年以上10年未満 9 4．9

10年以上11年未満 5
2
．
7

11年以上12年未満 5
2
．
7

12年以上13年未満 7
3
．
8

13年以上14年未満 8 4．4

14年以上15年未満 5
2
．
7

15年以上20年未満 17 9．3

20年以上25年未満 19 10．

25年以上 10 5．5

合計 183 100．0
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表10スーパーバイザーの職制

職　制 人数 備　　　　　　　考

児童相談所長 6
次長 7
次長兼相談課長等 14

相談課長等の中間管理職 132 相談課長、相談係長、家庭支援課長、指導課長、指導班長、主幹、

談援助担当主査等

支所長 3 分室長を含む

首席児童福祉司 8
主任専門員 5
専門調査員 3
その他 5 専門監3人、地域指導専門員兼児童福祉司1人、非常勤嘱託1人

計 183

表11スーパーバイザーの任用資格

人数 ％

第11条第1項第1号 1 5．5

第11条第1項第2号 11 60．1

第11条第1項第3号
2
．
2

第11条第1項第4号 27 14．8

第11条第1項第5号 15
8
．
2

第16条の2第2項第2号 5 2．7

第16条の2第2項第3号
2
．
2

その他 3．3

無回答 2
1
．
0

合計 183 100．0

表12スーパーバイザーの職種

人数 ％

専門職 127 69．4

行政職 56 30．6

計 183 100．0

表13スーパーバイジーの数

バイジー数 バイザー数 ％

3
1
．

1 12 6．

2 1 7．

3 23 12．

21 11．5

5 22 12．

16
8
．

7 15 8．

8 15 8．

9 11
6
．

10 5
2
．

11 2。

12 3
1
．

13 1 0．5

14 1
0
．
5

15 1
0
．

22 1
0
．

54 1
0
．

210 2．

無回答 10
5
．

計 183 100。

表14スーパービジョンの時間

SV数 ％

月5時間未満 34人 18．7

月5時間～月9時間 13人 7．0

月10時間～月14時間 22人 12．0

月15時間～月19時間 15人 8．1

月20時間～月24時間 18人 9．8

月25時間～月29時間 4人 2．1

月30時間～月34時間 14人
7
．
6

月35時間～月39時間 1人 0．5

月40時間～月44時間 14人 7．6

月45時間～月49時間 2人
1
．
1

月50時間～月54時間 3人
1
．
6

月55時間～月59時間 4人 2．1

月60時間～月64時間 3人
1
．
6

月65時間～月69時間 0人 0．0

月70時間～月74時間 3人
1
．
6

月77時間 1人 0．5

月110時間 1人 0．5

月120時間 1人 0．5

無回答 30人 16．4
計 183人 100．O
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表15スーパービジョンの回数

SV数 ％

月5回未満 31 16．9
月5回～月9回 14

7
．
7

月10回～月14回 18 9．8

月15回～月19回 12 6．5

月20回～月24回 29 15．3

月25回～月29回 4 2．2

月30回～月34回 8 4．4

月35回～月39回 2
1
．
1

月40回 4 2．2

月50回 2
1
．
1

月60回 9 4．9

月65回 2
1
．
1

月70回 5 2．7

月80回 2
1
．
1

月88回 1 0．5

月100回 3
1
．
6

月110回 1 0．5

月120回 1 0．5

月132回 2
1
．
1

月160回 2
1
．
1

月176回 2
1
．
1

月220回 1 0．5

月352回 1 0．5

月440回 1 0．5

無回答 26 14．2
計 183 100．0

日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集

　　　　　表16スーパービジョンの機能

SV実数 ％

管理機能 73人 39．9
支持機能 47人 25．7
教育機能 43人 23．5

無回答 20人 10．9
計 183人 100．0

表17スーパーバイザー研修の実施状況

箇所数 ％
SVのみを対象とした研修を実施している 6

6
．
4

SVのみを対象とした研修を実施していない 88 93．6
計 94 100．0

表18コンサルテーションの実施状況

箇所数 ％

実施している 101 72．7

実施していない 37 26．6
計 138 100．0
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表19コンサルテーションを実施していない理由（F．A．）

ケースによっては組織として措置審査部会委員に助言を求めているだけで、日常的に専門家にコンサルを委嘱する体制はない

現時点においては必要ではないため

固別ケースに応じて医師、弁護士等に相談、援助を求める場合はある。

ンサルタントが配置されていない。

ンサルに対する認識不足

ンサルを要する複雑困難な事例は今のところない。

児相と専門家とのパイプがない

体制ができていない。

体制の未確立のため。なお、現在は関係機関等の関係者による個別ケース会議を積極的に開催しており（医師、医療ケースワ

カー、心理士、保健師等）必要と思慮されるメンバーは参加している。また、家裁とも思慮されるケースは意見聴取している。

中央児相の嘱託弁護士に必要な都度相談する

当所の嘱託医が来所した際に個別事例の対応への助言を求めることはある。

配置されていないので

必要とされる事例が生じていない。

必要な場合、中央児相実施のコンサルを利用。

必要になると相談所として助言を求めることで十分である。

予算的面も含めて児相単独では配置されていない。嘱託医は配置。

予算の制約から、嘱託医（精神科医、整形外科医）で対応している。

表20コンサルテーションの実施状況と採用区分との関連

全員専門職 全員行政職

実施している 28か所 10か所

実施していない 8か所 2か所
計 36か所 12か所

実施率 77．8％ 83．3％

表21スーパーバイザーとコンサルテーションとの関連

SV配置あり SV配置なし 計

コンサルテーションあり 76か所（80．9％） 26か所（57．8％） 102か所

コンサルテーションなし 18ヶ所（19．1％） 19か所（42．2％） 37か所
計 94か所（100．0％） 45か所（100．0％） 139か所

表22コンサルテーターの職種（MA．）

人数 ％

外部の精神科医 81 33．6

嘱託以外の弁護士 69 28．2

嘱託弁護士 37 15．4

外部の小児科医 23
9
．
5

学識経験者 18
7
．
5

臨床心理士 2 0．8

保育士代表 1
0
．
4

嘱託精神科医 1 0．4

家庭裁判所調査官 1 0．4

家族療法家 1 0．4

民生児童委員 1 0．4

社会福祉士 1
0
．
4

計 242 100．0

表23コンサルテーションの頻度

コンサルタン
数（人） ％

ンサルタン
数（人） ％

年1回 19
7
． 年19回 1

年2回 2’ 10． 年20回 8
3
．

年3回 21
8
．
7 年22回 2

0
．

年4回 18
7
． 年24回 7

2
．

年5回 21
8
．
7

年28回 1
0
．

年6回 26 10． 年30回 5
2
．
1

年7回 2
0
． 年32回 1

年8回 5
2
．
1 年33回 1

年9回 2
0
． 年34回 1

0
．

年10回 14
5
． 年36回 1

0
．
’

年11回 3
1
．
岬 年40回 1

年12回 32 13．’ 年48回 4
1
．
7

年13回 3
1
．
2 年50回 1

0
。

年14回 3 L2年52回 1
0
．

年15回 2 0． 年70回 2
0
．
8

年16回 2
0
． 無回答 7

2
．
9

年18回 1
0
． 合計 242 100．0
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表24コンサルテーションの方法

コンサル人数

個別面談 125人 51．5％

チーム 97人 40．2％

電話 9人 3．7％

事例検討 7人 2．9％

他の児相と合同 3人 1．2％

定期相談 1人 0．4％

計 242人 100．0％

表25児童福祉審議会の開催状況

平成12年度 平成13年度（H13．4～12）

児童福祉審議議会開催あり 110ヵ所 児童福祉審議会開催あり 109ヵ所

1ヶ所当り開催回数 5．3回 1ヶ所当り開催回数回 4．1回

意見聴取の内訳 意見聴取の内訳

児相の措置方針と児童又は

護者の意向が異なったた
170件 43．8％ 児童の措置方針と児童又は

護者の意向が異なったた
151件 47．8％

児相長が必要と認めたため 146件 37．6％ 児相長が必要と認めたため 122件 38．6％

その他 72件 18．6件 その他 43件 13．6％

計 388件 100．0

　％

計 316件 100．0

　％
児童福祉審議会開催なし 18ヵ所 児童福祉審議会開催なし 17ケ所
無回答 11カ所 無回答 13ヵ所

表26意見聴取内訳「その他」の内容（平成12年度）

経過報告 6
里親認定の審議 3
他児相分 2

門知見の聴取 1
国際養子縁組の是非について 1
虐待対応方策の適否について 1
事例検討 1
児福法28条申立承認 1
虐待防止法10条適用の是非 1
施設措置後の保護者への指導について 1
児童処遇部会長の選出 1
記入なし 8
合計 27

表27審議会の開催状況と採用区分との関連（平成13年度）

全員専門職 全員行政職 計

審議会開催あり 29か所（87．9％） 9か所（75．0％） 38か所
審議会開催なし 4か所（12．1％） 3か所（25．0％） 7か所

計 33か所（100．0％） 12か所（100、0％） 45か所

表28審議会の開催状況とスーパーバイザーの配置の有無との関連（平成13年度）

SVあり SVなし 計

審議会開催あり 75か所（88．2％） 35か所（83．3％） 110か所

審議会開催なし 10か所（1L8％） 7か所（16．7％） 17か所
計 85か所（100．0％） 42か所（100．0％） 127か所
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表29審議会の開催状況とコンサルの実施状況との関連（平成13年度）

コンサルあり コンサルなし 計

審議会開催あり 85か所（90．4％） 25か所（75．8％） 110か所

審議会開催なし 9か所（9．6％） 8か所（24．2％） 17か所
計 94か所（100．0％） 33か所（100．0％） 127か所

表30審議会の利点の有無

箇所数 ％

利点あり 128 92．1

利点なし 9 6．5

無回答 2
1
．
4

，計 139か所 100．0％

表32利点ありの理由『その他』内訳

表31利点ありの理由（MA．）

箇所数 ％

法的対応におけるバックアップ 101 77．7
所長判断の補強 89 68．5
保護者・子どもへの説得材料 60 46．2
職員への教育的利点 34 26．2
その他 10

7
．
7

無回答 2
1
．
5

第三者的立場からの意見は参考になる 2
几遇決定の客観性の向上 1
処遇の専門性の向上 1

員に児相のことを知ってもらう 1
医学的対応におけるバックアップ 1
8条申立に有利 1

関係機関との連携強化 1
設入所措置費負担金の免除 1

関係機関職員への教育的利点 1

表33利点がない理由（FA）

開催回数が少なく迅速な対応ができない。審議して頂いても効果に疑問がある

児相の意見を補足するに過ぎず、保護者等への強力な援助にはつながらない。

児童福祉審議会に召集するメンバーが多すぎる。法が定めている目的と異なっていると思われる。

審議会の開催期日があらかじめ決まっており現実ケースの処遇については審議会開催を待たずに法的対応も含め対応

ざるを得ないため。審議会が事後報告となりがち。

審議会のメンバーが児童福祉及び児相業務について十分理解していない。開催回数が少ないためタイムリーに活用で

ない。

即時に対応しなければならないケースにもかかわらず、その都度適切に審議会を開催しにくい実態がある。2意見内穴

ケースワーク上の実効性を求めているのに対して実態から乖離した形に陥りやすい。

直接、処遇に具体的に関与し、有益な方策に結びつくことが少ないと思われるため。

本課主催、形式的に流れており必要性は感じていない。

表34利点の有無と採用区分との関連

全員専門職 全員行政職 計

利点あり 33か所（91．7％） 9か所（75。0％） 42か所
利点なし 3か所（8，3％） 3か所（25．0％） 6か所

計 36か所（100．0％） 12か所（100．0％） 48か所
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表35スーパービジョン等に関する自由意見

第38集

1．児童福祉司の専門性が確立していないとSVは成り立たない。2．虐待等保護者のかかわりが困難なケースについて援助が空回りしバーンァ

ウトに陥る。それを防止するためのSVシステムを組織的に整えることが必要。3．バイザーも児童福祉司としてケース担当しているため十分な

Vができないので児童福祉司の増員が必要

1SV等の体制が必要と考えているが実践職員の不足でまだ実現できていない。②中堅者に対する研修を充実させて欲しい

1虐待に対するペナルティーが法律に明記されていない。②現在は「親権との争い」といっても過言ではない。③被虐待児のケァ、保護者指

導のプロブラムを国として方向付けるべき。　④児童保護について、国としての行為の正当性を明定すべき。⑤児相の機能を考える時期と思

われる。

CWは日々の業務の中でさまざまなケースに遭遇し苦しい対応を迫られることが多い。そのためにもCW1人ひとりを支持し苦しさを共有するこ

とは大切である。少しでもより良き児童の福祉のためにバイザーの役割は大きくその資質向上のための研修制度等の拡充は重要である。

V研修を毎年度、心理職研修程度の頻度で開催して欲しい。先日オーストラリアのCWと話していたとき、担当ケース数の話で、当所のワーカ

1人当りのケース概数を言うとクレイジーといわれた。SVも必要だがワーカーが取り組むケース数を減らす必要がある。ロールプレイを取り

入れたSVの実際的な研修が必要。CWと相談種別の得手、不得手などマッチングに配慮する必要がある。

Vを受ける時間がない。ケース対応や事務処理に追われている。

一般職員が3～4年で異動してしまい専門性が積み上げられない。継続して勤務できる人員体制が必要である。長く経験を積む事によってバイ

ザーの適任者も確保できる。①外部の人材を有効に使う。ケースワーク等に困ったらすぐ弁護士等に相談できる体制が必要である。②審議会

（処遇部会）。児相サイドで人選し審議会を実施し有効に活用することも必要である。③職場内訓練。日常業務を通じての研鐙が必要。今まで得

られた先輩の知識を後輩に伝達しその事務所全体の力量としていく姿勢が必要である。

外部の研修、訓練、SV等も受けることを可能にするシステムを何らかの形で保障する必要がある。特にレベルに合わせて密度の濃い実地訓

練的なものを一定期間保障する必要がある。バーンアウトを防ぐ手立て、訴訟等に対応するシステムも必要である。

系組織ができてから組織的バックアップ体制はできていると思う。ただ児童福祉司は特に虐待に関しては一手に苦情、攻撃を第一線で受け

めなければならず精神的に追い詰められる人もいる。弁護士と精神科医の活用がもっと簡単に、即できる体制が必要であり、職員のメンタルケ

が必要。

各児童相談所に対する嘱託弁護士の配置。

各問題別、専門的な技術及び知識の研修または定期的な研究会の開催を望む。

機構上、総務業務を所掌しており困難ケースを多く担当する児童福祉司をバックアップできる体制になっていない。もっとSVをきちんとできる体

制また研修が必要。特に児童虐待に多くのエネルギーを必要とする現状ではそういうことが強く望まれる。

虐待、非行など複雑多様で対応の困難なケースが急増している。バイザーとして援助に必要なすべての理論、技術を習得することは困難な状

況にありバイジーヘの援助の限界がみえてきている。このため外部の専門家によるSVの機会を一層充実するなどバックアップ体制を確立する

必要があると思う。

虐待ケースが増加していることもありケースワーカーであっても心理学や法的対応等についての知識をもつことが大切である。家裁調査官のよ

うに半年、1年という単位で集中して研修所等で研修を受ける体制を作れないか。また短期で児童福祉司を転勤させるのではなく、専門職として

10年程度の単位で職員を養成することが大切。

虐待相談が増える一方の児相、処遇がそれぞれ異なるケースヘのアプローチ、保護後の保護者対応、本来ならば一人のCWにつきっきりの助

言・指導が要求される中、当県では毎年バイザーの人員要求しても振り向いてもくれない。よって相談判定課長がバイザーも担っている。日々

の虐待業務に不安がっている新米ワーカーヘのバックアップは虐待者へのカウンセラーの嘱託医を活用したりしている。

虐待等処遇困難ケースについては主幹（CW）がチームリーダーになり担当者の負担を軽減する。

虐待を含め、親指導が困難を極めるケースが増え、対応する職員のストレスは非常に高くなっている。対応のわずかなズレが訴訟に至ってしま

うことさえあり、高度な専門性に基づく対応を支え、かつ職員のメンタルヘルスを支えることが必要でありバイザーの存在意義は非常に大きい。

バイザーを対象とする研修については国レベルでの実施を増やして欲しい。

国において専門研修の確立を望む。虐待とはとの具体的な細目の確立（通知等）を望む。

塗験や技量がさまざまである児童福祉司へのSVは児相の業務を適切に行っていくために重要と考える。しかしバイザーの人数不足、多忙の

ため十分にタイムリーに行えていない現状である。

現在実施されているカウンセリング医師の借り上げなどについては、その効果が認められるが、さらに職員のケースワークや業務遂行のため

に精神科医の常駐兼務など実際面での即効性ある処遇検討上の内部体制の整備が望まれる。（例）児相内での処遇会議の席上に参加しても

らうなど

現在児童福祉司が苦慮するケース対応の主流は虐待ケースであり親への対応である。H12年11月より虐待防止法が実施され児の身柄保全

に伴う親との対立の増加から28条ケースも全国的に増加している。28条に委ねなければならないケースは感情的対立（権利主張）、保護者の

人格障害、精神疾患、暴力的な出方と話し合いが進まぬケースが多い。しかも28条が決定されたとしても、親との対応は児相（児童福祉司）に

委ねられているのが現状。担当者の精神的な負担を考えると児相としての限界を感じている。虐待発見時に児相、警察、家裁（弁護士）の3者

が同時に動き役割をもった行動がとれる法的制度が必要である。現状では虐待をした親は野放し状態。親へのペナルティーや研修等の法的な

制度化が必要と思う。現在の他機関とのネットワークだけでは限界。

現在児童福祉司がもっている業務は種類や量が多く、ケースの困難性は計り知れない現状である。人的不足はますます顕著になりSVをする

以前の充足を急ぐ必要がある。また国としてもSVをする側の研修を開催して欲しい。

研修の充実。随時SVを活用できること。
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厚生労働省児童相談所運営方針によるとスーパーバイザーの配置の標準は、児童福祉司おおむね5人につき1人と示されているが、当県にお

ては、任用による専任のスーパーバイザーは配置されていない状況である。スーパーバイザーは、児童福祉司に対して教育・訓練・指導を行

中心的な役職であり、児童相談所にとっても重要な要であるのに軽視されている現状がある。深刻な社会問題である児童虐待の喫緊な課題

取り組む児童相談所に対して、スーパービジョン等児童福祉司をバックアップする体制も大切なことであるが、その以前に厚生労働省におい

、県に対して、児童福祉司の増員のみではなく、スーパーバイザーの専任を真摯に検討すべきではないか。

ここで言う個別のSV以外に週1回「課内会議」を行っている。ワーカー相互のケースのチェックに大変有効だと考えている。

固々のケースでその都度アドバイスを受けるのが最も効果的だが現状ではその体制になっていない。この点は体制整備を県当局にお願いした

。横浜市に設置予定の研修センターで通信制（インターネット等を利用）を含めたような研修メニューの提供をお願いしたい。児童福祉司相互

本音で相談し意見の聞けるクローズドのインターネット掲示板の設置はできないだろうか。

児相の正職員でバイザーを配置することが望ましい。人手不足のため現状は課長職があたっているが他の業務に追われ十分な対応が困難で

る。当県のように専門職採用ではなく人事異動で配置される県にあっては福祉司のバックアップ体制としてバイザーの配置は急務である。

バイザーとして主査が配置されているが地区担当児童福祉司の職員数が不足しているため地区担当児童福祉司の業務をしている現状があり

Vに専念できない。

採用及びその後の人材育成において専門性を重視することが必要と思われる。その中で本調査のいうスーパーバイザーの役割を担うことがで

る職員が育つと思われる。

児相運営指針においてバイザーの配置が児童福祉司おおむね5人に1人となっているが、「おおむね」を削除し、「3人に1人」と規定づけても

いたい。（C級の児相では児童福祉司配置が5人以上の所は少ないのではないか）

児相での相談が複雑多様化かつ深刻化し、専門性の高い実践が求められていると痛感している。機動力となる人員が絶対的に不足している。

員研修体制が不十分

児相内部の体制強化を図り、日常的に法的問題、医学的問題の知識や判断を得る体制の整備が必要である。地区担当制の場合はCWの経

、技術水準、能力を考慮して補完体制を明確に定める必要がある（サポート体制の確保）。

児相における相談が複雑化・困難化する中で児童福祉司をバックアップするバイザーの必要性はますます大きくなっていると思うが人員増によ

バイザーの確保は自治体独自では困難で、福祉司の設置基準を含め法制度による体制整備が必要である。

児童虐待の対応をめぐってケースバイケースで柔軟な対応が求められるだけに地域や現場感覚のあるバイザーのバックアップ体制が必要で

る。バイザーの要件も明確にして欲しい。

児童福祉審議会の意見聴取は児相の機能強化に役立っている（特に法的対応や医学的対応について）。スーパーバイザーの研修機会がある
いい。

児童福祉司1人あたりの虐待相談受付件数（H12年度）が全国で2番目に多い当県の現状では、まず児童福祉司の増員が必要である。

児童福祉司は今、3年目にはベテランとされている現状で処遇を事務的に処理しがちな状況はとてもまずいと感じている。しかしどんなにマニュ

ルが厚くても目を通さなければ意味がなく、また実際のケースで悩んでいる時でないと助言も入っていかないし、その悩みがどの段階かをS、

把握してあたってもらっている。

児童福祉司やスーパーバイザーともに一般職員で専門家としての資質に欠ける状況で研修する機会があればと考えている。バイザーもケース

もっているため時として指導がしづらいときもある。

従来、国も県も児童福祉司についてはあいまいかつなおざりにしてきた。虐待がクローズアップされてから、急に児童福祉司の資格要件を言い

したり、研修を始めたりし出したが、いかにもその場しのぎのように思います。児童福祉司をどう位置づけるのか児相の業務をどう位置づけ社

の変化に対応していけるようにするのか根本的なビジョンが見えてきません。

受理会議、判定会議、処遇会議や担当者とのケース協議等を通しての援助が日常的に行われており意図的、計画的な個別SVはほとんど実

れていない。集団的SVの方が実際的であり有効であると思われる。

スーパーバイザーの配置基準（児童福祉司5人に1人）を児童福祉法で規定して欲しい。

スーパーバイザーの配置を希望。システムや時間の確保。

全庁的な人員削減の中、本庁の理解が得られにくく、体制上の結果は出ていないが現場機能としてSV体制の必要性を強く感じており要望も繰

返している。

専任のスーパーバイザーが必要。

専任のスーパーバイザーの配置が必要。地方交付税による配置措置が望まれる。

多様なケースヘの適切な対応のためには個々の自治体での研修に加え集約的なよりワイドな研修が必要。事例研究（自主研修も含めて）又は

討のための事例集などがあるとよい。

チーム処遇を更にすすめるために、従来のスーパーハーイザーのイメージとは異なるスーパーバイズを、複数のスーパーバイザーによって、臨機

変にシステマテックにすすめなければならないと考える。そのためには、ミーティング等のグループスーパービジョンが有効であり、スーパ

イザーグループの活性化が要となろう。また、スーパーバイズを行うスーパーバイザーグループヘのスーパービジョンが必要であろう。

当所（当県）では児相職員はすべて専門職で採用されており経験年数のある職員が経験の浅い職員へ普段からケースの話し合いができるよう

している。

当所ではバイザーが次長、課長業務を兼務しているため非常に多忙でありケースのリスクマネジメント的な管理機能が主体とならざるを得な

。今後、各業務ごとの専門エキスパートを配置し児童福祉司等をバックアップする体制が望ましいと考える。

バイザーといえるのか、ケースワーカーの共同者なのか不明確な面会が多い。SVの時間、場所の確保が必要である。

バイザーとして配置されても課長職と兼務のため、どうしても課長職の業務が多くなり、バイザーとしての役割を果たせないでいる。それで兼務

取り払いたいのだが人員の面でなかなか難しい。
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バイザーの研修を実施していないが研修実施の際のプログラム等手探りの状態である。プログラム、講師として必要な職種など教示いただけ

ばと思う。

必要性は大きいが人的体制を整えることが難しい。また当所のような地域ではコンサルを行ってもらえる資源が身近にない。

必要性を感じている。国庫予算等の措置をお願いしたい。

弁護士等を嘱託で配置する事によって法的な支援体制を整備する必要がある。

法律的判断が必要な場合、弁護士へ相談できるよう体制の整備が必要。

本県においては、県外在住のSVに月2回来てもらっているが普段は職制の課長職が代わりをしている状況であり、本来のSVとなりえていな

。児童虐待など処遇困難なケースの増加に伴い、職員の負担の大きさを考えるとSV（職制とは別）の来所回数を増やしていただきたいがゆ

りのない現状においてはSVも受けられない。

本県の場合、虐待相談の急増や児童思春期問題が深刻化する中で児童福祉司を支えるバイザー等の存在は必要と思われるが、それ以前に

童福祉司の充実が急務である。

本県は病休、産休で児童福祉司が長期休暇となった場合、補完する体制がない。

　調査のような場合には形式的にはバイザーが配置されていると回答しているが実際は管理職があてられている。ラインの管理職機能を有す

者であると本来のSVを行う事に難しさがある。教育訓練を受けた、ラインとは別の立場のバイザーがきちんと配置されることが重要な課題で
る。

マンツーマンによるSV体制は、多大な業務量と時間の制約があり、困難を伴う作業と考える。またバイザーのトレーニングや研修は不十分な

で国の支援策が必要。

　機応変に対応できる体制が必要である。児童福祉審議会の活用も一方法と考えるが、現実として、即座での対応、活用は困難。このために

児相内でのバックアップ体制の充実が必要と考える。また、児相職員の専門性、経験からして、スーパーバイザーとして当たれる職員は数少

い現状と考える。
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児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する調査票1

児童相談所名

記入者職氏名

連絡先電話番号

　　　　　　　　　　　☆ご記入にあたってのご注意☆
1．本調査は、児童福祉司を対象としたスーパービジョン等に限ります。

2．本調査は、個別スーパービジョン（スーパーバイザーとスーパーバイジー（スーパービジョン

　を受ける人）とのマンツーマンによるスーパービジョン）に限ります。従って、グループスーパ

　ービジョン（スーパーバイザーと複数のスーパーバイジーによるスーパービジョン）やピアス

　　ーパービジョン（同僚同士によるスーパービジョン）などは含みません。

3．本調査にいう「スーパービジョン』とは、管理職による部下に対する監視や指示、命令ではな

　　く、児童相談所の職員であるスーパーバイザーが、職務として教育的・支持的に他の児童

　福祉司を援助・指導することをいいます。

4．本調査にいう『コンサルテーション』とは、医師や法律家等、児童相談所職員以外の関連領

　域の専門家が児童福祉司に対し個別事例の対応について助言・援助することをいいます。

　　児童福祉司が個人的に外部の専門家に相談する場合は除外します。

問1．貴児童相談所における児童福祉司の人数をご記入ください。　（ ）人

問2．児童福祉司に対するスーパーバイザーを配置していますか。該当する番号を○で囲んで下

さい。

1，配置している　→その人数は（

2．配置していない→その理由（

）人

　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※本問で1．を○で囲まれた場合は、以下の質問にお答えいただくとともに、別紙調査票π

　　（スーパーバイザー調査）にもご記入下さい。本問で2．を○で囲まれた場合は、問4以

　下の質問にお答え下さい。

問3．スーパーバイザーのみを対象とした研修を実施していますか。該当する番号を○で囲んで

　　下さい。なお、1．をOで囲まれた場合は、研修名、開催年月目、テーマを具体的にお書き

　　下さい。

　　　　1．実施している

　　　　2．実施していない

研修名 開催年月目 テーマ

研修A

研修B

研修C
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才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究
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〔チーム研究9〕児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する研究（2）（主任研究者　才村　純）児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究　　子ども家庭福祉研究部　才村　純　　　　　　嘱託研究員　伊藤嘉余子（日本社会事業大学大学院）　　　　研究企画・情報部　小山　修　　　　母子保健研究部　斉藤　進大阪府中央子ども家庭センター　萩原総一郎　　子ども家庭福祉研究部　高橋重宏・庄司順一・柏女霊峰要約全国の児童相談所を対象に、児童福祉司に対するスーパービジョン、コンサルテーション等の実態に関する質問紙調査を実施した。その結果、スーパーバイザーを配置していない児童相談所が1／3もあること、児童相談所職員としての経験年数が10年未満のスーパーバイザーが過半数にのぼること、スーパーバイザーのみを対象とした研修が殆ど実施されていないことなどの問題点が明らかになった。見出し語：スーパービジョン、スーパーバイザー、コンサルテーション、児童福祉司、都道府県児童福祉審議会Team　Rese＆rch9AStudy　ofthe　Supelvision　and　Consultation　Systems　fbrthe　ChildProtectionWorkersinthe　ChildGuidance　CentersJun　Saim皿a，Kayoko　Ito，Osamu　Oyama，Susumu　Saito，Soichiro　Hagihara，　Shigehiro　Takahashi，Junichi　Shoji，Reiho　K＆shiwameAbstract：This　study　is　based　on　the　survey　on　the　actual　conditions　ofthe　supervision　and．consultation　systems　fbrthe　chnd．protection　workers　across　the175Ch且d　Guidance　Centers（CGC）in　Japan．The　s皿vey　shows　some　signt5c＆nt　problems．For　example，32．4％of　CGC’s　d．o　not　have　any　supe納sors，58．5％ofthe　supervisors　have　ullder10years　experiences　ofengaging　in　the　work　fbr　the　CGC’s，an（10nly6．4％ofthe　CGC’s　hold，the　training　fbr　the　supervisors．KeyWords：supervision，super両sor，consultation，ch且d　protection　workers　in　Ch且d．Guidance　Cente蔦Pre飴cturalChildWel魚re　Counsils一217一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集1．研究目的　近年、児童相談所では虐待相談が急増するなど、相談内容が複雑・困難化しており、これに対応する職員の資質向上が課題となっている。また、平成12年11月に施行された児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は児童相談所等関係機関職員に対する研修等資質向上を図るための必要な措置を講ずることとされている。　厚生労働省では「児童相談所運営指針」等を通じて研修やスーパービジョン体制のあり方等について指導を行っているが、これら児童相談所職員の資質向上を図るための取組みについては未だ全国的な把握がなされておらず、研修における国、自治体のそれぞれの役割も明確ではない。　このため、本研究では、自治体における研修やスーパービジョン等の実態、課題を明らかし、児童相談所職員の専門性の向上を図るためのバックアップ体制のあり方について提言を行うものである。皿、研究方法及び調査対象　本研究は2ヵ年計画である。平成12年度は全国の都道府県・指定都市の児童福祉主管課（59ヶ所）を対象として児童相談所職員に対する研修の実態等について質問紙調査を行ったが、平成13年度は全国の児童相談所（175か所）に対し、児童福祉司に対するスーパービジョン及びコンサルテーション、都道府県・指定都市児童福祉審議会への意見聴取の実態等に関する質問紙調査を実施し、12年度の結果と併せて児童相談所職員に対する専門的バックアップ体制のあり方について提言を行った。行政職、専門職・一般行政職混在の3つの採用区分に分類したところ、児童福祉司の全員が専門職の児童相談所が36か所（25．9％）、全員が一般行政職の児童相談所が12か所（8．6％）、専門職・一般行政職が混在している児童相談所が91か所（65．5％）であった（表2）。2．　スーパービジョンの実態（1）　児童福祉司の数　回答を得た児童相談所における児童福祉司の合計は1．230人、1か所あたりの児童福祉司の平均人数は8．9人であった。国基準では、児童福祉司5人に1人のスーパーバイザーを配置することになっているが、児童福祉司が4人以下の児童相談所が40か所（28．7％）あった（表3）。（2）スーパーバイザーの配置状況　スーパーバイザーを配置している児童相談所は94か所（67．6％）、配置していない児童相談所は45か所（32．4％）であった（表4）。　スーパーバイザーを配置していない理由を自由記述で尋ねたところ、r児童相談所が小規のため」、「予算の裏づけがない」などの意見が多く出された（表5）。　また、児童福祉司が全員専門職の児童相談所におけるスーパーバイザー配置率は75．0％であるのに対し、全員が一般行政職の児童相談所でのスーパーバイザー配置率は58．3％であり、全員専門職の児童相談所の方がスーパーバイザーの配置率が高くなっている（表6）。皿．調査結果1．回答数及び回答率　調査対象175か所に対し、有効回答を得たのは139か所であり、有効回答率は79．4％であった（表1）。当該児童相談所におけるスーパーバイザー数は139名であった。なお、厚生労働省の資料（「全国厚生労働関係部局長会議（厚生分科会）資料」（平成14年1月17日雇用均等・児童家庭局）を参照して、回答のあった自治体について全員専門職、全員一般（3）スーパーバイザーの数　児童相談所1か所当たりのスーパーバイザーの数は、1人が52か所（55．3％）と過半数を占めており、次いで2人19か所（20．2％）、3人13か所（13．8％）の順となっている（表7）。（4）スーパーバイザーの年齢　スーパーバイザーの年齢は50歳以上が128人、全体の69．9％を占めている（表8）。一218才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究（5）スーパーバイザーの職員としての経験年数　スーパーバイザーの児童相談所職員としての経験年数は、10年未満が107人（58．5％）と過半数（表9）を占めている（表9）。（6）スーパーバイザーの職制　スーパーバイザーの職制では、相談課長、相談係長等のいわゆる中間管理職が132人と大半である。他に、児童相談所長が6人、次長が7人となっている。首席児童福祉司や主任専門員等、職制によらないスーパーバイザーはrその他」を除き16人に過ぎない（表10）。（7）スーパーバイザーの任用資格　スーパーバイザーの任用資格で最も多いのは、児童福祉法第11条第1項第2号に基づくもので110人（60．1％）、次いで同条同項第4号となっている。第11条第1項第5号の準用規定に基づく者は15人（8．2％）であった（表11）。（8）スーパーバイザーの職種　スーパーバイザーの職種別内訳では、専門職127人（69．4％）、一般行政職56人（30．6％）となっている（表12）。（9）スーパーバイザー1人当りのスーパーバイジーの数　スーパーバイザー1人当りの平均スーパーバイジー数は10．5人となっている。スーパーバイザー1人にスーパーバイジー5人という国規準以上にスーパーバイジーを受け持っているスーパーバイザーは78人（42．6％）となっている（表13）。（10）スーパービジョンの時問、頻度　スーパーバイザー1人当たりのスーパービジョンの時問及び頻度は、ばらつきが大きいが、月5時間未満（18．7％）、月5回未満（16．9％）が最も多くなっている（表14、表15）。　最も重視しているスーパービジョンの機能を単数回答で求めたところ、管理機能を重視しているスーパーバイザーが73人（39．9人）、支持機能が47人（25．7％〉、教育機能43人（23．5％）であった（表16）。（12）スーパーバイザー研修の実施状況　スーパーバイザーのみを対象とした研修を実施しているのは6か所（6．4％）に過ぎなかった（表17）。3．コンサルテーションの実態（1）コンサルテーションの実施状況　コンサルテーションを実施している児童相談所は101か所（72．7％）、実施していない児童相談所は37か所（26．6％）と、多くの児童相談所がコンサルテーションを実施している（表18）。　コンサルテーションを実施していない理由を自由記述で求めたところ、「体制ができていない」「必要な時にその都度助言を求めることで充分」「現時点で必要がない」などの回答が寄せられた（表19）。　なお、児童福祉司の全員が専門職である児童相談所でコンサルテーションを実施しているのは28か所で、全員専門職の児童相談所全体の77．8％であるのに対し、全員が一般行政職の児童相談所でコンサルテーションを実施しているのは10か所で、全員が一般行政職の児童相談所の83。3％を占めている（表20）。（2）スーパービジョンとコンサルテーションとの関連　スーパーバイザーを配置している児童相談所でコンサルテーションを実施しているのは76か所で、スーパーバイザーを配置している児童相談所の80．9％を占めるのに対し、スーパーバイザーを配置していない児童相談所でコンサルテーションを実施しているのは26か所であり、スーパーバイザーを配置していない児童相談所の57．8％に止まっており、スーパーバイザーを配置していない児童相談所では、配置している児童相談所よりもコンサルテーションの実施状況が低調な傾向が伺える（表21）。（11）　スーパービジョンの機能一219一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集（3）コンサルテーターの職種　コンサルテーターの職種で最も多かったのは外部の精神科医81人（33．6％）、次いで嘱託以外の弁護士69人（28．2％）、嘱託弁護士37人（15．4％）等となっており、コンサルテーターとしては、精神科医及び弁護士が多くを占めている（表22）。に対し、全員が一般行政職の児童相談所で児童福祉審議会を開催しているのは9か所で、全員が一般行政職の児童相談所の75．O％となっており、児童福祉審議会の開催状況は、全員専門職の児童相談所の方が全員行政職の児童相談所よりも良好な傾向が伺える（表27）。（4）コンサルテーションの頻度　コンサルテーションの頻度のばらつきは大きいが、年6回以下が全体の53．2％を占めている（表23）。（5）コンサルテーションの方法　コンサルテーションの方法として、個別面接を行っているコンサルテーターが125人（51．5％）、チームで行っている者が97人（40．2％）となっている（表24）。4．児童福祉審議会への意見聴取の実態（1）　児童福祉審議会開催状況　平成12年度において児童福祉審議会を開催した児童相談所は110か所、開催しなかった児童相談所は18か所、平成13年度において児童福祉審議会を開催した児童相談所は109か所、開催しなかった児童相談所は17か所となっている。1か所当たりの開催回数は、平成12年度5．3回、平成13年度4．1回となっている。　また、意見聴取を行った理由として、平成12年度は「児童相談所の措置方針と児童又は保護者の意向が異なったため」が170件（意見聴取件数の43．8％）、「児童相談所長が必要と認めたため」が146件（37。6％）、rその他」が72件（18．6％）となっており、平成13年度は「児童相談所の措置方針と児童又は保護者の意向が異なったため」が151件（意見聴取件数の47．8％）、「児童相談所長が必要と認めたため」が122件（38．6％）、「その他」が43件（13．6％）となっている（表25、表26）。（2）児童福祉審議会の開催状況と採用区分との関連　平成13年度において、全員専門職の児童相談所で児童福祉審議会を開催しているのは29か所で、全員専門職の児童相談所の87．9％を占めているの（3）児童福祉審議会の開催状況とスーパーバイザーの配置状況との関連　スーパーバイザーを配置している児童相談所で、平成13年度において児童福祉審議会を開催したのは75か所で、スーパーバイザーを配置している児童相談所全体の88．2％を占めているのに対し、スーパーバイザーを配置していない児童相談所で児童福祉審議会を開催したのは35か所で、スーパーバイザーを配置していない児童相談所の83．3％であり、スーパーバイザーを配置している児童相談所の方が、配置していない児童相談所より児童福祉審議会の開催状況がやや多くなっている（表28）。（4）児童福祉審議会の開催状況とコンサルテーションの実施状況との関連　コンサルテーションを実施している児童相談所で、平成13年度において児童福祉審議会を開催したのは85か所で、コンサルテーションを実施している児童相談所全体の90．4％を占めるのに対し、コンサルテーションを実施していない児童相談所で児童福祉審議会を開催したのは25か所で、コンサルテーションを実施していない児童相談所の75。8％に止まっており、コンサルテーションを実施している児童相談所の方が、実施していない児童相談所より児童福祉審議会の開催状況が多くなっている（表29）。（5）児童福祉審議会への意見聴取の利点の有無とその理由　児童福祉審議会への意見聴取について、「利点あり」と回答した児童相談所は128か所（92．1％〉、r利点なし」と回答した児童相談所は9か所（6．5％）であり、殆どの児童相談所が利点ありとしている（表30）。　利点ありの理由として最も多かったのは「法的対一220一才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究応におけるバックアップ」101か所、次いで「所長判断の補強」68．5％、「保護者・子どもへの説得材料」60か所などとなっている（表31、表32）。利点なしの理由としては、開催回数が少なく迅速な対応ができない、審議会のメンバーが児童福祉及び児相業務について十分理解していないなどの意見が寄せられた（表33）。　利点の有無と採用区分との関連では、全員が専門職の児童相談所で「利点あり」とした回答が33か所で、全員が専門職の児童相談所の91．7％を占めるのに対し、全員が一般行政職の児童相談所で「利点あり」とした回答は9か所で、全員が一般行政職の75．0％に止まっており、全員が専門職の児童相談所の方が一般行政職の児童相談所に比して児童福祉審議会への意見聴取をより肯定的にとらえているといえる（表34）。5．スーパービジョン等に関する自由意見　スーパービジョンやコンサルテーション、都道府県児童福祉審議会への意見聴取等、児童福祉司をバックアップする体制等に関する意見・要望を求めたところ、様々な意見・要望が出されたが、その主なものとしては、「職員の頻繁な異動のためにスーパーバイザーが育たない」「スーパーバイザーの専任化と配置規準の見直し」「スーパーバイザーの任用要件の明確化」「スーパーバイザーの研修の強化」などである（表35）。N．まとめ　今回の調査で明らかになった問題点、課題を整理すると以下のとおりとなる。�@スーパーバイザーを配置していない児童相談所　が約1／3もあること。�Aスーパーバイザー1人当たりのバイジー数につ　いて、国規準（スーパーバイジー5人にスーパー　バイザー1人）を満たしているのは約半数に過ぎ　ないこと。�B児童相談所職員としての経験年数が10年未満　　のスーパーバイザーが約6割、準用規定による　　任用者が1割いるなど、専門性において疑問が　　あること。�Cスーパーバイザーのみを対象とした研修が　殆ど実施されていないこと。�D　7割の児童相談所がコンサルテーションを導　入しており、児童福祉司1人当たり、年間約10　回のコンサルテーションを受けていること。�E　児童福祉審議会への意見聴取について9割以　上の児童相談所が利点ありとしているが、全く　開催していない児童相談所が13％あった。�F　自由意見では、�@職員の頻繁な異動のためス　ーパーバイザーが育たない、�Aスーパーバイザ　ーの専任化と配置規準の見直し、�Bスーパーバ　イザーの任用要件の明確化、�Cスーパーバイザ　ーの研修の強化、�D職員のメンタルヘルス等に　関するものが多く見られた。V．考察と提言　平成12年度における研修の実態調査及び平成13年度のスーパービジョン等の実態調査で明らかになった問題点や課題を踏まえ、その解決方策について考察する。（1）研修　1）中央研修と自治体研修のあり方を検討するうえ　での基本的な視点　　中央研修には、�@国の動向や研究知見等の新し　い情報を迅速に伝達できる、�A地方の情報が一元　的に集約できる、�B自治体間での情報・意見交換、　交流が可能であり、自治体間格差の是正に資する、　�C講師の確保が容易である等のメリットがある反　面、研修参加に伴う受講者の時問的・経済的負担　が大きいといった問題がある。一方、各自治体に　おける研修には、�@各自治体の実情に応じたきめ　細かな研修が可能である、�A経験年数に応じた一　貫性ある研修が可能である、�B中央研修に比し研　修参加に伴う受講者の時間的・経済的負担が少な　いことから、長期問及び高頻度の研修が可能であ　る等のメリットがある反面、中央の情報が入手し　にくい、他の自治体との情報交換や交流が困難、　講師の確保が困難等の問題がある。つまり、国、　自治体ともそれぞれ一長一短があり、両者の研修　が相互に補完し合えるよう総合的な観点から研修　のあり方を検討する必要ある。このような視点に一221一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集立って、以下研修のあり方について提言する。2）中央研修、自治体研修の位置付けに対する基本的な考え方　中央研修では、上に述べたメリットを生かし、各自治体における指導者養成のための研修を重点的に実施し、自治体は新任・中堅職員を対象とした基礎的な研修に重点を置く。　また、新規事業については、各自治体とも対応のノウハウが確立されていないために、担当者が試行錯誤を重ねることになる。その結果、地域間格差が生じ易い。このため、当該事業が軌道に乗るまでの間、事業の趣旨や内容等の徹底を図るとともに、全体的な底上げを図る観点から、中央において研修を実施することが望ましいものと考える。　さらに、新規事業ではないが、時代の要請等から、特に対応を強化しなければならない懸案事項や重要事項等をテーマとした研修についても、適正な取組みを全国的に確保する観点から中央研修で実施することが望ましい。3）中央研修に関する提言　中央研修では、次のような研修を実施する。�@指導者養成研修　　ア）所属する機関におけるスーパービジョン　　のみならず、広く地域における各種研修やコ　　ンサルテーションが可能な地域指導者を養成　　する。　　イ）講義形式に加え、演習を重視する。　　ウ）研修期間（現行では3日間）をもう少し長　　くすることが望ましいが、指導者が研修受講　　に長期間を割けない現状を考慮し、事前のレ　　ポート作成や研修後受講者への相談等のフォ　　ローアップを行うなど、中央研修と連動した　　形で地域に居ながらにして研鐙を積めるよう　　なシステムを検討する必要がある。　　エ）評価を徹底する（事後レポート提出を含　　む）。　　オ）事前・事後レポート等の集積を図り、研修　　テキスト及び研究の素材とする。カ）具体的な研修の例としては次のものが考えられる。　・児童相談所長研修　・児童相談所指導者養成研修（職種別）　・児童福祉施設主任児童指導員・主任保育　士研修（施設別）�A　新規事業の定着を図るための研修　具体的には、最近創設された児童家庭支援　センター職員や児童福祉施設心理職等を対象　とした研修が考えられる。�Bその他懸案事項・重要事項に関する研修　　具体的には、「児童相談所・児童福祉施設医　師専門研修」「保健師研修」「関係機関合同研　修」などが考えられる。　　ア）児童相談所・児童福祉施設医師専門研修　　児童虐待や社会的引きこもり等の問題の　　深刻化に伴い、保護者や児童に対する心　　理・医学的ケアが強く求められており、ケ　　アを直接担当したりケアに対する助言等を　　行う医師の役割が極めて重要となっている。　　イ）保健師研修　　保護者の孤立が深刻化する中、虐待の発　　生予防の観点から保健師によるハイリスク　　事例の早期発見、訪問支援等のサービスが　　重要となっている。また、虐待の発生予防　　のみならず虐待の発見・通告・援助等にお　　ける保健師の役割は益々重要となっている。　　ウ）関係機関合同研修　　児童家庭問題の複雑・多様化に伴い、関　　係機関の緊密な連携に基づくきめ細かな援　　助が求められているが、現実には機関連携　　が円滑に行われているとは言い難い。この　　ため、ネットワーキングやケアマネージメ　　ント等、個々の機関の役割や機能を超えた　　新たな援助手法の習得に向けた合同研修が　　必要と思われる。4）その他一222一才村他＝児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究　自治体研修に関する調査では、講義形式の研修が多いことがわかったが、実践力を養うためには中央、自治体とも受講者参加型の演習形式を積極的に導入すべきである。　また、自治体研修では、他の機関や職種との合同研修が多くなっているが、児童相談所職員に特化された研修は無論のこと、児童福祉司、心理職、一時保護職員等各職種別の研修を実施するとともに、新規配属職員研修、中堅職員研修、指導者研修等、実務経験年数に応じた研修を実施する必要がある。　さらに、都道府県域を越えた児童相談所間の交流実習も積極的に検討する必要がある。（2）スーパービジョン、コンサルテーション等1）スーバイザーの任用要件の明確化　現在のところ、スーパーバイザーの任用要件について特段の定めはないが、国が全国社会福祉協議会に委託して実施している「児童相談所指導職員研修」は児童相談所職員としての経験年数概ね10年以上を対象としていることからも、スーパーバイザーには少なくとも10年以上の経験が求められると言ってよかろう。　しかし、今回の調査では、スーパーバイザーの児童相談所職員としての経験年数が10年未満の者が58．5％と過半数を占めていることが明らかになった。　また、スーパーバイザーの児童相談所職員としての任用資格も様々であり、児童福祉法第11条第5号の準用規定に基づく任用例も8．2％見られた。　スーパーバイザーにはとりわけ高度な専門性が求められるにもかかわらず、現実にはこのように児童相談所職員としての経験年数や任用資格等の面で問題のあるケースもある。厚生労働省は、児童相談所運営指針を通じて「児童福祉司5人に1人」というスーパーバイザーの配置基準は示しているものの、スーパーバイザーに関する要件は一切示していない。自由意見においてもスーパーバイザーの任用要件の明確化を求めるものが多く出されている。任用要件の明確化が急務の課題である。2）　スーパーバイザーの配置基準の見直しと適正配置についての指導強化今回の調査で、全児童相談所の3割でスーパーバイザーが配置されていないことが判明した。その理由として「小規模児童相談所のため」「人員不足」を挙げる回答が多く、自由意見でもスーパーバイザーの配置基準の見直しを求める意見が多く出されている。前述のとおり、国基準では、児童福祉司概ね5人に1人となっているが、5人に満たない児童相談所が28．7％も見られ、これらの理由を裏付ける。言うまでもなく、児童福祉司が4人以下の児童相談所においてもスーパーバイザーの必要性は変わらない。このような児童相談所にもスーパーバイザーが配置されるよう基準の見直しが求められる。また、スーパーバイザー1人当りのスーパーバイジー数は平均10．5人であり、国基準の2倍になっている。スーパーバイザーの適正配置に向けて指導を強化する必要がある。3）スーパーバイザー研修の強化　スーパーバイザーのみを対象とした研修は6．4％の児童相談所でしか開催されていなかった。中央研修におけるスーパーバイザー研修の重要性は先に述べたところであるが、スーパーバイザーには特に高度な専門性が要求されること、スーパーバイザーの全員が中央研修に参加することは困難であること等の現実を踏まえれば、自治体においてももっと積極的にスーパーバイザー研修が開催される必要がある。4）スーパービジョン・マニュアルの作成　スーパービジョンにおいては、�@管理機能、�A支持機能、�B教育機能の3つの機能がバランスよく発揮される必要があるが、昨今相談事例が複雑・困難化する中で児童相談所職員のストレスが過大となっており、特に支持機能と教育機能が重要となっている。このため、スーパービジョンは管理職以外のスーパービジョン専門の職員によって行われることが理想的である。しかし、今回の調査では、児童相談所長や相談課長等管理職がスーパービジョンを行っているケースが大半である一223一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集ことが明らかになった。また、「最も重視している機能」を問う設問では、管理機能とする回答が圧倒的に多くなっている。　このように、わが国におけるスーパービジョンは管理機能に偏重している。3つの機能がバランスよく発揮され、より適切なスーパービジョンが行えるよう、スーパービジョンの具体的なノウハウを解説したスーパービジョン・マニュアルの作成が望まれる。（3）児童福祉審議会への意見聴取　今回の調査で、殆どの児童相談所において児童福祉審議会の意見聴取を行っており、92．1％の児童相談所が意見聴取の利点があると回答している。大阪市立大学生活科学部社会福祉学研究室では平成11年に全国の都道府県・指定都市の児童福祉主管課を対象に児童福祉審議会の現状等について調査を行い、「児童相談所部会（児童福祉審議会）は全体として役に立っている」74％、「あまり役立っていない」13％の回答を得ているが、平成13年における今回の調査では「利点あり」とする回答が増えている。　しかし、児童福祉審議会を開催しなかった児童相談所も平成12年度18か所、平成13年度17か所あり、積極的な開催が望まれる。厚生労働省の「子ども虐待対応の手引き」では、児童福祉法第27条第1項第4号による家庭裁判所送致及び第28条による施設入所措置等の承認申立てに係る事例は児童福祉審議会への意見聴取の除外とされていることから、意見聴取規定を消極的に解すると、審議会への意見聴取を行う事例は限りなくゼロに近づくことになるが、積極的に解すれば多様な活用が考えられると述べられている。　処遇の客観性及び幅広い分野からの専門的バックアップが児童相談所に求められている現在、多様かつ積極的な活用に向け、指導を強化するとともに、児童福祉審議会意見聴取事例集を作成することも検討されてよい。体と一般行政職を充てる自治体があるが、一般行政職の場合、異動のサイクルが短く、個人においても組織に専門性が蓄積されにくいという問題がある。つまり、スーパーバイザーが育たない構造を本質的に内在していると言える。今回の調査でも、r職員の頻繁な異動のためにスーパーバイザーが育たない」とする自由意見が多く出されている。　また、今回の調査では、全員専門職の児童相談所の方が全員行政職の児童相談所に比べ、研修の回数、研修数や研修予算等において充実していること、スーパーバイザーの配置率が高いこと、児童福祉審議会への意見聴取についても肯定的、積極的であることなどの傾向が浮き彫りになった。つまり、全員専門職の児童相談所の方が職員の専門性の向上に向けたバックアップ体制が充実していることが明らかになった。その理由については詳細な検討が必要であるが、一般行政職の場合、バックアップ体制に時間や予算をかけてもすぐ異動になってしまうため、いわゆるr投資効果」が期待できないことも一因しているものと思われる。　いずれにしろ、児童虐待の急増等、子ども家庭問題が深刻化する中、児童福祉の第一線の専門行政機関である児童相談所に対する社会の期待は高まっており、そこに従事する職員の専門性の向上が喫緊の課題であり、そのためには専門職の任用を促進することが不可欠と考える。【引用文献】・「児童相談所職員の現任研修等のあり方に関する　研究」日本子ども家庭総合研究所紀要第37集（平　成12年度）、日本子ども家庭総合研究所、2001・「児童福祉審議会の運営に関する調査報告書2001　年3月」大阪市立大学生活科学部社会福祉学研究　室、2001・「厚生省子ども虐待防止の手引き一平成12年11　月改定版」日本子ども家庭総合研究所編、有斐閣、　2001（4）その他（専門職任用の促進）　児童相談所職員について、専門職を充てる自治一224一表1基本データ才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究　　　　　　　表2採用区分（専門職・行政職）の内訳調査対象175か所有効回答数139有効回答率79．4％全員専門職児相数全員行政職の相数専門職・行政職混在計36か所12か所91か所139か所25．9％8．6％65．5％100．0％表3児童福祉司の数児童福祉司の数％児童福祉司の数児童福祉司の数1人21．10人64．322人10．72人75．011人75．024人21．3人2014．412人32．227人10．74人117．913人96．539人10．75人6．514人53．6113人10．76人117．15人32．2無回答21．7人96．516人10．78人1510．18人10．79人117．21人10．7合計13100．0表4スーパーバイザーの配置状況箇所数％配置している967．6己置していない4532．合計139100．0表5スーパーバイザーを配置していない理由（自由記述）小規模相談所のためケースワーカー2名の所であり、小規模なため。現場からは従前より配置を要望しているが、人事面での考慮が全くないようだ。要求中管理職による調整機能の役割小規模相談所のため所内のケース検討会議を充実させることにより対応可能と考えている。まずは児童福祉司の増員から管理職による行政的SVのみ予算措置がとられていない熟練者の配置がなく係長、課長がその役にあたっている前任のバイザーが退職し適当な後任者が見つからず欠員。なお、現在は医務主任が（小児科医）がバイザー役とて対応しているそのような職務体制ができていない人員要求は財政上厳しく課長が兼務している予算の裏づけがなく配置されていない潰配置については県の所管事項であり児相としては理由はつかみかねるが運営指針においてバイザーの配基準（児童福祉司5人に1人）に達していないからだと思われる。コンサルを実施アドバイザーの導入要求しているが配置されていない主査が兼ねる事になっているため基準を満たしていない1人員不足�A監督職で対応�Bアドバイザー制度の導入一225一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集必要性について本庁の理解が得られない。県としてそのような体制をとっていない児相にはバイザーのポストはないとの行政側の理由組織規定に定められていない。児相の職員であるバイザーはいない・中央児相と当児相業務の雇い上げのバイザーが一人いる。児童福祉係長がバイザー機能を果たしている。璽難事例の少ない比較的落ち着いた地域を管轄する小規模の相談所であり、所員全員での検討会議をもって協議することとし必要に応じて中央児相の支援を受けて対応している。表6スーパーバイザーの配置状況と採用区分との関連SVを配置している児相SVを配置していない児相計全員専門職27か所（75。0％）9か所（25．0％）36か所（100．0％）全員行政職7か所（58．3％）5か所（41．7％）12か所（100．0％）計34か所（70．8％）14か所（29．2％）48か所（100．0％）表7スーパーバイザーの数箇所数％SV実数（人）1人5255．3522人1920．2383人1313．8394人88．325人11．156人11．16合計94100．172表8スーパーバイザーの年齢カテゴリ人数％4（レ44歳4．945−49歳425．150−54歳848．655−59歳3921．3合計183100．0表9スーパーバイザーの職員としての経験年数テゴリ人数％1年未満17．71年以上2年未満158．22年以上3年未満94．93年以上4年未満17．74年以上5年未満52．75年以上6年未満94．9年以上7年未満94．97年以上8年未満94．98年以上9年未満147．79年以上10年未満94．910年以上11年未満52．711年以上12年未満52．712年以上13年未満73．813年以上14年未満84．414年以上15年未満52．715年以上20年未満179．320年以上25年未満1910．25年以上105．5合計183100．0一226一才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究表10スーパーバイザーの職制職　制人数備　　　　　　　考児童相談所長6次長7次長兼相談課長等14相談課長等の中間管理職132相談課長、相談係長、家庭支援課長、指導課長、指導班長、主幹、談援助担当主査等支所長3分室長を含む首席児童福祉司8主任専門員5専門調査員3その他5専門監3人、地域指導専門員兼児童福祉司1人、非常勤嘱託1人計183表11スーパーバイザーの任用資格人数％第11条第1項第1号15．5第11条第1項第2号1160．1第11条第1項第3号2．2第11条第1項第4号2714．8第11条第1項第5号158．2第16条の2第2項第2号52．7第16条の2第2項第3号2．2その他3．3無回答21．0合計183100．0表12スーパーバイザーの職種人数％専門職12769．4行政職5630．6計183100．0表13スーパーバイジーの数バイジー数バイザー数％31．1126．217．32312．2111．552212．168．7158．8158．9116．1052．112。1231．1310．51410．51510．2210．5410．2102．無回答105．計183100。表14スーパービジョンの時間SV数％月5時間未満34人18．7月5時間〜月9時間13人7．0月10時間〜月14時間22人12．0月15時間〜月19時間15人8．1月20時間〜月24時間18人9．8月25時間〜月29時間4人2．1月30時間〜月34時間14人7．6月35時間〜月39時間1人0．5月40時間〜月44時間14人7．6月45時間〜月49時間2人1．1月50時間〜月54時間3人1．6月55時間〜月59時間4人2．1月60時間〜月64時間3人1．6月65時間〜月69時間0人0．0月70時間〜月74時間3人1．6月77時間1人0．5月110時間1人0．5月120時間1人0．5無回答30人16．4計183人100．O一227一表15スーパービジョンの回数SV数％月5回未満3116．9月5回〜月9回147．7月10回〜月14回189．8月15回〜月19回126．5月20回〜月24回2915．3月25回〜月29回42．2月30回〜月34回84．4月35回〜月39回21．1月40回42．2月50回21．1月60回94．9月65回21．1月70回52．7月80回21．1月88回10．5月100回31．6月110回10．5月120回10．5月132回21．1月160回21．1月176回21．1月220回10．5月352回10．5月440回10．5無回答2614．2計183100．0日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集　　　　　表16スーパービジョンの機能SV実数％管理機能73人39．9支持機能47人25．7教育機能43人23．5無回答20人10．9計183人100．0表17スーパーバイザー研修の実施状況箇所数％SVのみを対象とした研修を実施している66．4SVのみを対象とした研修を実施していない8893．6計94100．0表18コンサルテーションの実施状況箇所数％実施している10172．7実施していない3726．6計138100．0一228一　　　　　　　　　才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究表19コンサルテーションを実施していない理由（F．A．）ケースによっては組織として措置審査部会委員に助言を求めているだけで、日常的に専門家にコンサルを委嘱する体制はない現時点においては必要ではないため固別ケースに応じて医師、弁護士等に相談、援助を求める場合はある。ンサルタントが配置されていない。ンサルに対する認識不足ンサルを要する複雑困難な事例は今のところない。児相と専門家とのパイプがない体制ができていない。体制の未確立のため。なお、現在は関係機関等の関係者による個別ケース会議を積極的に開催しており（医師、医療ケースワカー、心理士、保健師等）必要と思慮されるメンバーは参加している。また、家裁とも思慮されるケースは意見聴取している。中央児相の嘱託弁護士に必要な都度相談する当所の嘱託医が来所した際に個別事例の対応への助言を求めることはある。配置されていないので必要とされる事例が生じていない。必要な場合、中央児相実施のコンサルを利用。必要になると相談所として助言を求めることで十分である。予算的面も含めて児相単独では配置されていない。嘱託医は配置。予算の制約から、嘱託医（精神科医、整形外科医）で対応している。表20コンサルテーションの実施状況と採用区分との関連全員専門職全員行政職実施している28か所10か所実施していない8か所2か所計36か所12か所実施率77．8％83．3％表21スーパーバイザーとコンサルテーションとの関連SV配置ありSV配置なし計コンサルテーションあり76か所（80．9％）26か所（57．8％）102か所コンサルテーションなし18ヶ所（19．1％）19か所（42．2％）37か所計94か所（100．0％）45か所（100．0％）139か所表22コンサルテーターの職種（MA．）人数％外部の精神科医8133．6嘱託以外の弁護士6928．2嘱託弁護士3715．4外部の小児科医239．5学識経験者187．5臨床心理士20．8保育士代表10．4嘱託精神科医10．4家庭裁判所調査官10．4家族療法家10．4民生児童委員10．4社会福祉士10．4計242100．0表23コンサルテーションの頻度コンサルタン数（人）％ンサルタン数（人）％年1回197．年19回1年2回2’10．年20回83．年3回218．7年22回20．年4回187．年24回72．年5回218．7年28回10．年6回2610．年30回52．1年7回20．年32回1年8回52．1年33回1年9回20．年34回10．年10回145．年36回10．’年11回31．岬年40回1年12回3213．’年48回41．7年13回31．2年50回10。年14回3L2年52回10．年15回20．年70回20．8年16回20．無回答72．9年18回10．合計242100．0一229一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集表24コンサルテーションの方法コンサル人数個別面談125人51．5％チーム97人40．2％電話9人3．7％事例検討7人2．9％他の児相と合同3人1．2％定期相談1人0．4％計242人100．0％表25児童福祉審議会の開催状況平成12年度平成13年度（H13．4〜12）児童福祉審議議会開催あり110ヵ所児童福祉審議会開催あり109ヵ所1ヶ所当り開催回数5．3回1ヶ所当り開催回数回4．1回意見聴取の内訳意見聴取の内訳児相の措置方針と児童又は護者の意向が異なったた170件43．8％児童の措置方針と児童又は護者の意向が異なったた151件47．8％児相長が必要と認めたため146件37．6％児相長が必要と認めたため122件38．6％その他72件18．6件その他43件13．6％計388件100．0　％計316件100．0　％児童福祉審議会開催なし18ヵ所児童福祉審議会開催なし17ケ所無回答11カ所無回答13ヵ所表26意見聴取内訳「その他」の内容（平成12年度）経過報告6里親認定の審議3他児相分2門知見の聴取1国際養子縁組の是非について1虐待対応方策の適否について1事例検討1児福法28条申立承認1虐待防止法10条適用の是非1施設措置後の保護者への指導について1児童処遇部会長の選出1記入なし8合計27表27審議会の開催状況と採用区分との関連（平成13年度）全員専門職全員行政職計審議会開催あり29か所（87．9％）9か所（75．0％）38か所審議会開催なし4か所（12．1％）3か所（25．0％）7か所計33か所（100．0％）12か所（100、0％）45か所表28審議会の開催状況とスーパーバイザーの配置の有無との関連（平成13年度）SVありSVなし計審議会開催あり75か所（88．2％）35か所（83．3％）110か所審議会開催なし10か所（1L8％）7か所（16．7％）17か所計85か所（100．0％）42か所（100．0％）127か所一230一　　　　　　　　　　　才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究表29審議会の開催状況とコンサルの実施状況との関連（平成13年度）コンサルありコンサルなし計審議会開催あり85か所（90．4％）25か所（75．8％）110か所審議会開催なし9か所（9．6％）8か所（24．2％）17か所計94か所（100．0％）33か所（100．0％）127か所表30審議会の利点の有無箇所数％利点あり12892．1利点なし96．5無回答21．4，計139か所100．0％表32利点ありの理由『その他』内訳表31利点ありの理由（MA．）箇所数％法的対応におけるバックアップ10177．7所長判断の補強8968．5保護者・子どもへの説得材料6046．2職員への教育的利点3426．2その他107．7無回答21．5第三者的立場からの意見は参考になる2几遇決定の客観性の向上1処遇の専門性の向上1員に児相のことを知ってもらう1医学的対応におけるバックアップ18条申立に有利1関係機関との連携強化1設入所措置費負担金の免除1関係機関職員への教育的利点1表33利点がない理由（FA）開催回数が少なく迅速な対応ができない。審議して頂いても効果に疑問がある児相の意見を補足するに過ぎず、保護者等への強力な援助にはつながらない。児童福祉審議会に召集するメンバーが多すぎる。法が定めている目的と異なっていると思われる。審議会の開催期日があらかじめ決まっており現実ケースの処遇については審議会開催を待たずに法的対応も含め対応ざるを得ないため。審議会が事後報告となりがち。審議会のメンバーが児童福祉及び児相業務について十分理解していない。開催回数が少ないためタイムリーに活用でない。即時に対応しなければならないケースにもかかわらず、その都度適切に審議会を開催しにくい実態がある。2意見内穴ケースワーク上の実効性を求めているのに対して実態から乖離した形に陥りやすい。直接、処遇に具体的に関与し、有益な方策に結びつくことが少ないと思われるため。本課主催、形式的に流れており必要性は感じていない。表34利点の有無と採用区分との関連全員専門職全員行政職計利点あり33か所（91．7％）9か所（75。0％）42か所利点なし3か所（8，3％）3か所（25．0％）6か所計36か所（100．0％）12か所（100．0％）48か所一231一　　　　　　　　　　　　　　　日本子ども家庭総合研究所紀要表35スーパービジョン等に関する自由意見第38集1．児童福祉司の専門性が確立していないとSVは成り立たない。2．虐待等保護者のかかわりが困難なケースについて援助が空回りしバーンァウトに陥る。それを防止するためのSVシステムを組織的に整えることが必要。3．バイザーも児童福祉司としてケース担当しているため十分なVができないので児童福祉司の増員が必要1SV等の体制が必要と考えているが実践職員の不足でまだ実現できていない。�A中堅者に対する研修を充実させて欲しい1虐待に対するペナルティーが法律に明記されていない。�A現在は「親権との争い」といっても過言ではない。�B被虐待児のケァ、保護者指導のプロブラムを国として方向付けるべき。　�C児童保護について、国としての行為の正当性を明定すべき。�D児相の機能を考える時期と思われる。CWは日々の業務の中でさまざまなケースに遭遇し苦しい対応を迫られることが多い。そのためにもCW1人ひとりを支持し苦しさを共有することは大切である。少しでもより良き児童の福祉のためにバイザーの役割は大きくその資質向上のための研修制度等の拡充は重要である。V研修を毎年度、心理職研修程度の頻度で開催して欲しい。先日オーストラリアのCWと話していたとき、担当ケース数の話で、当所のワーカ1人当りのケース概数を言うとクレイジーといわれた。SVも必要だがワーカーが取り組むケース数を減らす必要がある。ロールプレイを取り入れたSVの実際的な研修が必要。CWと相談種別の得手、不得手などマッチングに配慮する必要がある。Vを受ける時間がない。ケース対応や事務処理に追われている。一般職員が3〜4年で異動してしまい専門性が積み上げられない。継続して勤務できる人員体制が必要である。長く経験を積む事によってバイザーの適任者も確保できる。�@外部の人材を有効に使う。ケースワーク等に困ったらすぐ弁護士等に相談できる体制が必要である。�A審議会（処遇部会）。児相サイドで人選し審議会を実施し有効に活用することも必要である。�B職場内訓練。日常業務を通じての研鐙が必要。今まで得られた先輩の知識を後輩に伝達しその事務所全体の力量としていく姿勢が必要である。外部の研修、訓練、SV等も受けることを可能にするシステムを何らかの形で保障する必要がある。特にレベルに合わせて密度の濃い実地訓練的なものを一定期間保障する必要がある。バーンアウトを防ぐ手立て、訴訟等に対応するシステムも必要である。系組織ができてから組織的バックアップ体制はできていると思う。ただ児童福祉司は特に虐待に関しては一手に苦情、攻撃を第一線で受けめなければならず精神的に追い詰められる人もいる。弁護士と精神科医の活用がもっと簡単に、即できる体制が必要であり、職員のメンタルケが必要。各児童相談所に対する嘱託弁護士の配置。各問題別、専門的な技術及び知識の研修または定期的な研究会の開催を望む。機構上、総務業務を所掌しており困難ケースを多く担当する児童福祉司をバックアップできる体制になっていない。もっとSVをきちんとできる体制また研修が必要。特に児童虐待に多くのエネルギーを必要とする現状ではそういうことが強く望まれる。虐待、非行など複雑多様で対応の困難なケースが急増している。バイザーとして援助に必要なすべての理論、技術を習得することは困難な状況にありバイジーヘの援助の限界がみえてきている。このため外部の専門家によるSVの機会を一層充実するなどバックアップ体制を確立する必要があると思う。虐待ケースが増加していることもありケースワーカーであっても心理学や法的対応等についての知識をもつことが大切である。家裁調査官のように半年、1年という単位で集中して研修所等で研修を受ける体制を作れないか。また短期で児童福祉司を転勤させるのではなく、専門職として10年程度の単位で職員を養成することが大切。虐待相談が増える一方の児相、処遇がそれぞれ異なるケースヘのアプローチ、保護後の保護者対応、本来ならば一人のCWにつきっきりの助言・指導が要求される中、当県では毎年バイザーの人員要求しても振り向いてもくれない。よって相談判定課長がバイザーも担っている。日々の虐待業務に不安がっている新米ワーカーヘのバックアップは虐待者へのカウンセラーの嘱託医を活用したりしている。虐待等処遇困難ケースについては主幹（CW）がチームリーダーになり担当者の負担を軽減する。虐待を含め、親指導が困難を極めるケースが増え、対応する職員のストレスは非常に高くなっている。対応のわずかなズレが訴訟に至ってしまうことさえあり、高度な専門性に基づく対応を支え、かつ職員のメンタルヘルスを支えることが必要でありバイザーの存在意義は非常に大きい。バイザーを対象とする研修については国レベルでの実施を増やして欲しい。国において専門研修の確立を望む。虐待とはとの具体的な細目の確立（通知等）を望む。塗験や技量がさまざまである児童福祉司へのSVは児相の業務を適切に行っていくために重要と考える。しかしバイザーの人数不足、多忙のため十分にタイムリーに行えていない現状である。現在実施されているカウンセリング医師の借り上げなどについては、その効果が認められるが、さらに職員のケースワークや業務遂行のために精神科医の常駐兼務など実際面での即効性ある処遇検討上の内部体制の整備が望まれる。（例）児相内での処遇会議の席上に参加してもらうなど現在児童福祉司が苦慮するケース対応の主流は虐待ケースであり親への対応である。H12年11月より虐待防止法が実施され児の身柄保全に伴う親との対立の増加から28条ケースも全国的に増加している。28条に委ねなければならないケースは感情的対立（権利主張）、保護者の人格障害、精神疾患、暴力的な出方と話し合いが進まぬケースが多い。しかも28条が決定されたとしても、親との対応は児相（児童福祉司）に委ねられているのが現状。担当者の精神的な負担を考えると児相としての限界を感じている。虐待発見時に児相、警察、家裁（弁護士）の3者が同時に動き役割をもった行動がとれる法的制度が必要である。現状では虐待をした親は野放し状態。親へのペナルティーや研修等の法的な制度化が必要と思う。現在の他機関とのネットワークだけでは限界。現在児童福祉司がもっている業務は種類や量が多く、ケースの困難性は計り知れない現状である。人的不足はますます顕著になりSVをする以前の充足を急ぐ必要がある。また国としてもSVをする側の研修を開催して欲しい。研修の充実。随時SVを活用できること。一232一才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究厚生労働省児童相談所運営方針によるとスーパーバイザーの配置の標準は、児童福祉司おおむね5人につき1人と示されているが、当県におては、任用による専任のスーパーバイザーは配置されていない状況である。スーパーバイザーは、児童福祉司に対して教育・訓練・指導を行中心的な役職であり、児童相談所にとっても重要な要であるのに軽視されている現状がある。深刻な社会問題である児童虐待の喫緊な課題取り組む児童相談所に対して、スーパービジョン等児童福祉司をバックアップする体制も大切なことであるが、その以前に厚生労働省におい、県に対して、児童福祉司の増員のみではなく、スーパーバイザーの専任を真摯に検討すべきではないか。ここで言う個別のSV以外に週1回「課内会議」を行っている。ワーカー相互のケースのチェックに大変有効だと考えている。固々のケースでその都度アドバイスを受けるのが最も効果的だが現状ではその体制になっていない。この点は体制整備を県当局にお願いした。横浜市に設置予定の研修センターで通信制（インターネット等を利用）を含めたような研修メニューの提供をお願いしたい。児童福祉司相互本音で相談し意見の聞けるクローズドのインターネット掲示板の設置はできないだろうか。児相の正職員でバイザーを配置することが望ましい。人手不足のため現状は課長職があたっているが他の業務に追われ十分な対応が困難でる。当県のように専門職採用ではなく人事異動で配置される県にあっては福祉司のバックアップ体制としてバイザーの配置は急務である。バイザーとして主査が配置されているが地区担当児童福祉司の職員数が不足しているため地区担当児童福祉司の業務をしている現状がありVに専念できない。採用及びその後の人材育成において専門性を重視することが必要と思われる。その中で本調査のいうスーパーバイザーの役割を担うことがでる職員が育つと思われる。児相運営指針においてバイザーの配置が児童福祉司おおむね5人に1人となっているが、「おおむね」を削除し、「3人に1人」と規定づけてもいたい。（C級の児相では児童福祉司配置が5人以上の所は少ないのではないか）児相での相談が複雑多様化かつ深刻化し、専門性の高い実践が求められていると痛感している。機動力となる人員が絶対的に不足している。員研修体制が不十分児相内部の体制強化を図り、日常的に法的問題、医学的問題の知識や判断を得る体制の整備が必要である。地区担当制の場合はCWの経、技術水準、能力を考慮して補完体制を明確に定める必要がある（サポート体制の確保）。児相における相談が複雑化・困難化する中で児童福祉司をバックアップするバイザーの必要性はますます大きくなっていると思うが人員増によバイザーの確保は自治体独自では困難で、福祉司の設置基準を含め法制度による体制整備が必要である。児童虐待の対応をめぐってケースバイケースで柔軟な対応が求められるだけに地域や現場感覚のあるバイザーのバックアップ体制が必要でる。バイザーの要件も明確にして欲しい。児童福祉審議会の意見聴取は児相の機能強化に役立っている（特に法的対応や医学的対応について）。スーパーバイザーの研修機会があるいい。児童福祉司1人あたりの虐待相談受付件数（H12年度）が全国で2番目に多い当県の現状では、まず児童福祉司の増員が必要である。児童福祉司は今、3年目にはベテランとされている現状で処遇を事務的に処理しがちな状況はとてもまずいと感じている。しかしどんなにマニュルが厚くても目を通さなければ意味がなく、また実際のケースで悩んでいる時でないと助言も入っていかないし、その悩みがどの段階かをS、把握してあたってもらっている。児童福祉司やスーパーバイザーともに一般職員で専門家としての資質に欠ける状況で研修する機会があればと考えている。バイザーもケースもっているため時として指導がしづらいときもある。従来、国も県も児童福祉司についてはあいまいかつなおざりにしてきた。虐待がクローズアップされてから、急に児童福祉司の資格要件を言いしたり、研修を始めたりし出したが、いかにもその場しのぎのように思います。児童福祉司をどう位置づけるのか児相の業務をどう位置づけ社の変化に対応していけるようにするのか根本的なビジョンが見えてきません。受理会議、判定会議、処遇会議や担当者とのケース協議等を通しての援助が日常的に行われており意図的、計画的な個別SVはほとんど実れていない。集団的SVの方が実際的であり有効であると思われる。スーパーバイザーの配置基準（児童福祉司5人に1人）を児童福祉法で規定して欲しい。スーパーバイザーの配置を希望。システムや時間の確保。全庁的な人員削減の中、本庁の理解が得られにくく、体制上の結果は出ていないが現場機能としてSV体制の必要性を強く感じており要望も繰返している。専任のスーパーバイザーが必要。専任のスーパーバイザーの配置が必要。地方交付税による配置措置が望まれる。多様なケースヘの適切な対応のためには個々の自治体での研修に加え集約的なよりワイドな研修が必要。事例研究（自主研修も含めて）又は討のための事例集などがあるとよい。チーム処遇を更にすすめるために、従来のスーパーハーイザーのイメージとは異なるスーパーバイズを、複数のスーパーバイザーによって、臨機変にシステマテックにすすめなければならないと考える。そのためには、ミーティング等のグループスーパービジョンが有効であり、スーパイザーグループの活性化が要となろう。また、スーパーバイズを行うスーパーバイザーグループヘのスーパービジョンが必要であろう。当所（当県）では児相職員はすべて専門職で採用されており経験年数のある職員が経験の浅い職員へ普段からケースの話し合いができるようしている。当所ではバイザーが次長、課長業務を兼務しているため非常に多忙でありケースのリスクマネジメント的な管理機能が主体とならざるを得な。今後、各業務ごとの専門エキスパートを配置し児童福祉司等をバックアップする体制が望ましいと考える。バイザーといえるのか、ケースワーカーの共同者なのか不明確な面会が多い。SVの時間、場所の確保が必要である。バイザーとして配置されても課長職と兼務のため、どうしても課長職の業務が多くなり、バイザーとしての役割を果たせないでいる。それで兼務取り払いたいのだが人員の面でなかなか難しい。一233一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集バイザーの研修を実施していないが研修実施の際のプログラム等手探りの状態である。プログラム、講師として必要な職種など教示いただけばと思う。必要性は大きいが人的体制を整えることが難しい。また当所のような地域ではコンサルを行ってもらえる資源が身近にない。必要性を感じている。国庫予算等の措置をお願いしたい。弁護士等を嘱託で配置する事によって法的な支援体制を整備する必要がある。法律的判断が必要な場合、弁護士へ相談できるよう体制の整備が必要。本県においては、県外在住のSVに月2回来てもらっているが普段は職制の課長職が代わりをしている状況であり、本来のSVとなりえていな。児童虐待など処遇困難なケースの増加に伴い、職員の負担の大きさを考えるとSV（職制とは別）の来所回数を増やしていただきたいがゆりのない現状においてはSVも受けられない。本県の場合、虐待相談の急増や児童思春期問題が深刻化する中で児童福祉司を支えるバイザー等の存在は必要と思われるが、それ以前に童福祉司の充実が急務である。本県は病休、産休で児童福祉司が長期休暇となった場合、補完する体制がない。　調査のような場合には形式的にはバイザーが配置されていると回答しているが実際は管理職があてられている。ラインの管理職機能を有す者であると本来のSVを行う事に難しさがある。教育訓練を受けた、ラインとは別の立場のバイザーがきちんと配置されることが重要な課題でる。マンツーマンによるSV体制は、多大な業務量と時間の制約があり、困難を伴う作業と考える。またバイザーのトレーニングや研修は不十分なで国の支援策が必要。　機応変に対応できる体制が必要である。児童福祉審議会の活用も一方法と考えるが、現実として、即座での対応、活用は困難。このために児相内でのバックアップ体制の充実が必要と考える。また、児相職員の専門性、経験からして、スーパーバイザーとして当たれる職員は数少い現状と考える。一234一才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する調査票1児童相談所名記入者職氏名連絡先電話番号　　　　　　　　　　　☆ご記入にあたってのご注意☆1．本調査は、児童福祉司を対象としたスーパービジョン等に限ります。2．本調査は、個別スーパービジョン（スーパーバイザーとスーパーバイジー（スーパービジョン　を受ける人）とのマンツーマンによるスーパービジョン）に限ります。従って、グループスーパ　ービジョン（スーパーバイザーと複数のスーパーバイジーによるスーパービジョン）やピアス　　ーパービジョン（同僚同士によるスーパービジョン）などは含みません。3．本調査にいう「スーパービジョン』とは、管理職による部下に対する監視や指示、命令ではな　　く、児童相談所の職員であるスーパーバイザーが、職務として教育的・支持的に他の児童　福祉司を援助・指導することをいいます。4．本調査にいう『コンサルテーション』とは、医師や法律家等、児童相談所職員以外の関連領　域の専門家が児童福祉司に対し個別事例の対応について助言・援助することをいいます。　　児童福祉司が個人的に外部の専門家に相談する場合は除外します。問1．貴児童相談所における児童福祉司の人数をご記入ください。　（）人問2．児童福祉司に対するスーパーバイザーを配置していますか。該当する番号を○で囲んで下さい。1，配置している　→その人数は（2．配置していない→その理由（）人　　　　　　　　　　　　　　　　　）※本問で1．を○で囲まれた場合は、以下の質問にお答えいただくとともに、別紙調査票π　　（スーパーバイザー調査）にもご記入下さい。本問で2．を○で囲まれた場合は、問4以　下の質問にお答え下さい。問3．スーパーバイザーのみを対象とした研修を実施していますか。該当する番号を○で囲んで　　下さい。なお、1．をOで囲まれた場合は、研修名、開催年月目、テーマを具体的にお書き　　下さい。　　　　1．実施している　　　　2．実施していない研修名開催年月目テーマ研修A研修B研修C一235一日本子ども家庭総合研究所紀要　第38集。二杓←K瑞bψぐ（綱麗⊥λ“ミわハn）目牒綱麗※喪蝉融螂�p蕪�pe蘇〇一蕪．�Fゆ一職曄�p駅�pe蝋〇一搬．��　　蜘oう厭博一滋蘇二駅．oっ幽oっ蕪野�p蕪�pe駅O目駅．oo　　中嶋駅轡一搬駅一一蕪．嶋　　中�p駅轡一蕪蘇嵩滋．�p　　　　　　　　　翠e申．〇一中�p蕪轡�p蕪�pe駅�I一塒．卜　　中寸駅醤一蕪駅自蕪．寸　　ゆ一蕪野一厭蘇二猷．一漣鰍旺串（一想）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製密廷蝋）摯e申．寸（騨麺申遍§帥蝶則認運命尽蹄）細鰹融即．。う継運薫似．引避羅佃藩．�p誕盤　　　硬回　　　興＜∩（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U｝量赴蝋）摯e申》　　　　　、（駅即亡製e帥螺畑認運亭尽蹄）拙運劉麺．。う　継躍鞄叔．�p　継運瓶藩．一誕壇　　　殴回　　　殴＜Q（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　想密母嚥）摯e申．寸へ騨麺に姻e�l螺畑駆運傘尽蹄）樫運騨即．。つ　翌運乾似．�p　翌灘櫃藩．一誕酋　　　殴回　　　咬＜m（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U憂葦瞭）型e申．寸へ副禦世製e蹄蝶倒駆攣傘奪蹄）翌運騨趣の　翌鰹乾似．�p　翌運櫃藩。一謹盤　　　興回　　　暇＜＜　　　　　　　　　　　　。ね園PO∩門個9ρ製」竪畑ρ畷ドニo想還運eへm爪MlζlK々いに養！筆ヤζーζlK幡珊　　　　　翌運e＞の　　　P無肇》《偏蟄如躯器e脳肚割琶降．如湿壇e9翼邪曜娼一　謹盤e＞のや無肇》《悩蟄顧駆罪e題廿製遣降．姻無回e9綬珊町お一鋭回e＞の　　　P鎌肇い媛悩麹顧躯弊e遡廿錯橿降．如鎌−駆ヤζーζiK細赫罰理P＜ー簑ー夢ヤζーζ1×幡罰　顛ー誤ヤくー《ーK＞の饗督亡餐1．瓠　饗臣帥．桝〈　　　　　　　U｝量量瞭）〇一，�F　．αD　．卜　．O　め　．寸　，oっ　．N　．一暇　　廿騒∩雲督串装嫌1．�p　饗霊緯．一（　　　　　　　U｝密赴瞭）〇一．�@．oo　．卜　．O　．O　．ザ　．oo　．�p　．一殴　　世軽O璽督に謎1．�p　謬『L帥．一（　　　　　　　U“密葦蝋）〇一．�@　．αD　．卜　．�I　お　．寸　．oう　．�p　。一殴　　母軽自自蓼督に誕！．�p響窪榊．一（　　　　　　　U｝密愚瞭）〇一．O．oo　．卜　．O　．O　．寸　．oっ　．�p　．一興　　世軽＜ね阻PO釦臨曲ゆ栴罰憾　　輝　　響　　　　　　　　　　　　　。ね園POい一如ゆ胸ゆ廿曽寝想ゆ繭皿騨e榔e【坦　　　　　輕個旺出　辣廿麟鯉鰍頻eい」対嘔警荏罷翠剃虫e揮騨皿田母。う一楼蒔　鎌廿鍾鯉坦郷皿雪世雪蟹降鐘計　　U｝密量砿如犀響e勾穏略離稲駆、略麗議駆．蝋隆　褥　　　響＞の曜霞繕畢畑蟹。’、届FK，旧幅勺り｝¢曝製、属悩匿PO如「乎P」咽暇（如ー堅ヤ《IK−K）．ご．》二牌U「�p距」e一厭綱驕」楚厭綱膿粁※（桝麗ー拳ヤ》、ー》、lK）目牒桝驕一236一才村他：児童福祉司に対するスーパービジョン等の実態に関する研究。喫」悩二初”いさ飛⊃霜り苅U桶伺鋸η※ヨ鰹焦寵響。マ　　　摯e申幽型e申e雛《’卜臼○り　湘麟鯉纒齢．O圏蕪聖ノマe籠孟　．�p引鰹焦e摯e申圏蕪章禦e籠《．頃．一側儲鰹ロ（bム入り蝋ムヘわ八一H　　　（．【一相帽）（　　　　　　　　想岳葦畔）望e申　．寸隠鯉　．。っ　　くーホ　．�p　灘個「一映駆　．一回　　　　　　惜（　　　　　　U蕊血葦瞭）．卜　　　．O　．め　．寸　．oっ　．�p　．一∩ヘ　　　　　　　　セ霊≦蝋）摯e申　．寸粗網　．。っ　　くi市　．�p　　縦闇『談理　．一回　　　　　母（　　　　　　U茗赴畔）．卜　　　．O　．ゆ　．畑　．oっ　．�p　．一Q（　　　　　　　　想密量嚥）型e申　．騨賠畑　．。う　　くーホ　．�p　糖阻誌軍　．一回　　　　　世（　　　　　　U壼錐蝋）．卜　　　．O　．ゆ　。寸　．oo　．�p　。一m（　　　　　　　　想霊赴瞭）型e申　．寸罵細　．。っ　　くー市　．�p　糖旧「函理　．一回　　　　　　針（　　　　　　U噛密量瞭）．卜　　　。O　．ゆ　．郊　．oう　．�p　，一＜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。勾雪PO6剛細脚蜘ゆh罰樋旨二〇u題択e八mヘー応議碁八口　　　　　　　　　奥　　紋　　　　　　　　　P無肇い曜悩聖如駆り藁e巡鮭黛蟹降．樹蟹懸eO畏蜘鮭一　　　　　拠　　騒　　　　　　　　　　　　　　⇔函POい一如ゆ曲ゆh遵蒙り“�K蜘皿醤e穏e一坦　　　　　　騨　　響　　　　　　＜心に顧八mハー応ミか八n　ムハ妬ミ事ハロ一237一瞬霞灘畢畑虫、二約←く醍勺U奪奪製裏悩議PO如「ゆニレ」撰鰍（如入mム：トミ本入口），一」．》二鴇想尋誕」（覧圏牒綱膿」楚牒綱膿橘※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（桝麗ムλ蟻ミわλ口）目牒桝驕

